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（３）設計変更の現状

～次のような業界からの意見がみられる～

＜設計成果＞
○設計と現場があっていない。現場に即した設計としてほしい。

＜発注時の条件整備＞
○関係機関との協議が整ってから発注してほしい。

＜条件明示＞
○施工上影響がある条件については条件明示をしてほしい。
○施工条件を明示し、施工条件に変更が生じたら適切な設計変更をしてほしい。

＜照査の範囲外＞
○照査の範囲を超える設計変更の業務に対して対価を支払ってほしい。

＜設計変更＞
○設計変更に伴う増加費用として、一体性のある工事であれば、３０％を超える増加費用の変更

を認めてほしい。

＜一時中止＞
○工事中止時の増加費用を適切に見込んでほしい。

5

○設計変更：契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあらかじめ受注者に指示すること
○契約変更：契約内容に変更の必要が生じた場合、当該受注者との間において、既に締結されている契約内容を変更すること

「工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）」
（国土交通省 関東地方整備局）P5より引用

（３）設計変更の現状

～次のような業界からの意見がみられる～

＜設計成果＞
○設計と現場があっていない。現場に即した設計としてほしい。

＜発注時の条件整備＞
○関係機関との協議が整ってから発注してほしい。

＜条件明示＞
○施工上影響がある条件については条件明示をしてほしい。
○施工条件を明示し、施工条件に変更が生じたら適切な設計変更をしてほしい。

＜照査の範囲外＞
○照査の範囲を超える設計変更の業務に対して対価を支払ってほしい。

＜設計変更＞
○設計変更に伴う増加費用として、一体性のある工事であれば、３０％を超える増加費用の変更

を認めてほしい。

＜一時中止＞
○工事中止時の増加費用を適切に見込んでほしい。

5

○設計変更：契約変更の手続きの前に当該変更の内容をあらかじめ受注者に指示すること
○契約変更：契約内容に変更の必要が生じた場合、当該受注者との間において、既に締結されている契約内容を変更すること

工事請負契約における設計変更ガイドライン（総合版）
国土交通省 関東地方整備局より参照

（５）ガイドライン策定の目的

（４）適切な設計変更の必要性

改正品確法の基本理念に「請負契約の当事者が対等の立場における合意に基づいて公正な契約を
適正な額の請負契約代金で締結」が示されているとともに、「設計図書に適切に施工条件を明示する
とともに、必要があると認められたときは適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金
又は工期の変更を行うこと」が規定されている。

また、『変更増額の範囲は、「請負金額の３０パーセント」を超えない範囲とする。これを超える場合、
現に施工中の工事等と分離して施工することが困難な場合を除き、別の契約として締結する。』とされ
ているが、変更見込金額が請負代金額の３０％を超える場合においても、一体施工の必要性から分離
発注できないものについては、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金又は工期
の変更を行うこととする。（但し、変更見込金額が請負代金額の３０％を超える場合は追加する前に事
業主務課に報告を行うこと。）この場合において、特に、指示等で実施が決定し、施工が進められてい
るにも関わらず、変更見込金額が請負代金額の３０％を超えたことのみをもって設計変更に応じない、
もしくは、設計変更に伴って必要と認められる請負代金の額や工期の変更を行わないことはあっては
ならない。

契約の一事項として扱うこととし、特記仕様書へその旨記載する。
詳細は、P114参照。
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（６）設計変更ガイドラインの契約図書への位置づけ

設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、受発注者がともに、設計変更が可能なケース・
不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。

（５）ガイドライン策定の目的

（４）適切な設計変更の必要性

改正品確法の基本理念に「請負契約の当事者が対等の立場における合意に基づいて公正な契約を
適正な額の請負契約代金で締結」が示されているとともに、第七条第１項第七号において「設計図書
に適切に施工条件を明示するとともに、必要があると認められたときは適切に設計図書の変更及びこ
れに伴い必要となる請負代金又は工期の変更を行うこと」が規定されている。

千葉県においては、『変更増額の範囲は、「請負金額の３０パーセント」を超えない範囲とする。これ
を超える場合、現に施工中の工事等と分離して施工することが困難な場合を除き、別の契約として締
結する。』 とされているが、変更見込金額が請負代金額の３０％を超える場合においても、一体施工
の必要性から分離発注できないものについては、適切な設計図書の変更、及びこれに伴い必要となる
請負代金又は工期の変更は可能である。

よって、指示等で実施が決定し、施工が進められているにも関わらず、変更見込金額が請負代金額
の３０％を超えたことのみをもって設計変更に応じない、もしくは、設計変更に伴って必要と認められる
請負代金の額や工期の変更を行わないことはあってはならない。

契約の一事項として扱うこととし、特記仕様書へその旨記載する。
詳細は、P113参照。

6

（７）設計変更ガイドラインの契約図書への位置づけ

設計変更に係る業務の円滑化を図るためには、受発注者がともに、設計変更が可能なケース・
不可能なケース、手続きの流れ等について十分理解しておく必要がある。

（６）設計変更ガイドラインの適用範囲

千葉県県土整備部が発注する建設工事（営繕を除く。）に適用する。
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３．設計変更が可能なケース

【基本事項】
◆下記のような場合においては設計変更が可能である。

１．仮設（任意仮設を含む）において、条件明示の有無に係わらず当初発注時点で予期しえなかった土質
条件や地下水位等が現地で確認された場合。
（ただし、所定の手続きが必要。）

２．当初発注時点で想定している工事着手時期に、受注者の責によらず、工事着手出来ない場合。
３．所定の手続き（「協議等」）を行い、発注者の「指示」によるもの。

（「協議」の結果として、軽微なものは金額の変更を行わない場合もある。）
４．受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合。
５．受注者の責によらない工期の延期・短縮を行う場合で協議により必要があると認められるとき。

【留意事項】
◆設計変更にあたっては下記の事項に留意し受注者へ指示する。

１．当初設計の考え方や設計条件を再確認して、設計変更「協議」にあたる。
２．当該事業(工事)での変更の必要性を明確にし、設計変更は契約書第２０条にもとづき書面で行う。

（規格の妥当性、変更対応の妥当性(別途発注ではないか)を明確にする。）
３．設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとする。
４．指示書へ概算金額の記載を行う。ただし、以下の事項を条件とする。

①発注者は、概算金額を指示書に記載することとし、記載できない場合にはその理由を記載することと
する。

②記載する概算金額は、「参考値」であり、契約変更額を拘束するものではない。
③概算金額の算出条件を明確にする。

※具体的な記載の運用については次頁に記載する。

8

３．設計変更が可能なケース

◆下記のような場合においては設計変更が可能である。

１．仮設（任意仮設を含む）において、条件明示の有無に係わらず当初発注時点で予期しえなかった土質
条件や地下水位等が現地で確認された場合。
（ただし、所定の手続きが必要。）

２．当初発注時点で想定している工事着手時期に、受注者の責によらず、工事着手出来ない場合。
３．所定の手続き（「協議等」）を行い、発注者の「指示」によるもの。

（「協議」の結果として、軽微なものは金額の変更を行わない場合もある。）
４．受注者が行うべき「設計図書の照査」の範囲を超える作業を実施する場合。
５．受注者の責によらない工期の延期・短縮を行う場合で協議により必要があると認められるとき。

６．共有した工事工程表のクリティカルパスに変更が生じ、工程の変更理由が受注者の責によらない場合
で協議により必要があると認められるとき。

8

■基本事項
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（新設）

■先行指示書等への概算額の記載方法

【発注者からの先行指示、協議による指示】
１．発注者から指示を行い、契約変更手続きを行う前に受注者へ作業を行わせる場合は、必ず書面（指示書

等）にて指示を行う。
受発注者間の協議に基づき、契約変更手続きを行う前に受注者へ作業を行わせる場合も同様とする。

２．指示書には、変更内容による変更見込み概算額を記載することとし、記載できない場合にはその理由を
記載する。

３．概算額については、契約金額ベースで記載するまた、必要に応じて概算額の算出条件等について明示
する。

４．概算額は、十万円単位を基本（十万円以下の場合は一万円単位）とする。

設計変更を行う為、契約変更に先だって指示を行う場合は、指示書にその内容に伴う増減額の概
算額を記載する。受注者からの協議により変更する場合においても同様にその内容に伴う増減額の
概算額を記載する。
ここで記載する概算額は、「参考値」であり、契約変更額を拘束するものではない。

また、緊急的に行う場合または何らかの理由により概算額の算定に時間を要する場合があり、そ
のような場合は、「後日通知する」ことを添えて指示を行うものとする。

9

◆設計変更にあたっては下記の事項に留意し受注者へ指示する。

１．当初設計の考え方や設計条件を再確認して、設計変更「協議」にあたる。
２．当該事業(工事)での変更の必要性を明確にし、設計変更は契約書第２０条にもとづき書面で行う。

（規格の妥当性、変更対応の妥当性(別途発注ではないか)を明確にする。）
３．特に重要な変更等が伴う場合は、受注者への指示の前に、契約担当者の承諾を得ること。

契約担当者の承諾にあたっては、P139の別紙2を使用すること。
なお、「特に重要な変更等が伴う場合」とは、例示すると概ね次に該当する場合をいう。

① 変更後の請負金額が、当初請負金額の２０パーセント又は４千万円を超えるもの
② 設計変更により契約担当者が「かい長」から「知事」に変更となるもの
③ 変更金額にかかわらず、構造、工法、位置、断面等の変更で総括監督員が重要と認めたもの

４．設計変更に伴う契約変更は、その都度行うことを原則とするが、変更見込み金額又は、これらの
合計額が、請負金額の２０パーセント以下の軽微な設計変更の場合には、工期末にまとめて行うこと
ができるものとする。

なお、特に重要な変更等が伴う変更契約の時期は、受注者への指示又は通知の後、速やかに契約
変更を行うものとする。

５．指示書へ概算金額の記載を行う。ただし、以下の事項を条件とする。
①受注者からの協議における変更の場合は、受注者が見積書を提出した場合に、その見積書を参考に

して指示書に記載する。
②受注者からの協議によらず発注者の指示による場合は、概算金額を指示書に記載することとし、記載

できない場合にはその理由を記載することとする。
③記載する概算金額は、「参考値」であり、契約変更額を拘束するものではない。
④概算金額の算出条件を明確にする。

※具体的な記載の運用については次頁に記載する。

9

■留意事項

■先行指示書等への概算額の記載方法

設計変更を行う為、契約変更に先だって指示を行う場合は、指示書にその内容に伴う増減額の概
算額を記載する。受注者からの協議により変更する場合においても同様に、その内容に伴う増減額
の概算額を記載する。
ここで記載する概算額は、「参考値」であり、契約変更額を拘束するものではない。

また、緊急的に行う場合または何らかの理由により概算額の算定に時間を要する場合があり、そ
のような場合は、「後日通知する」ことを添えて指示を行うものとする。

なお、発注者からの先行指示、協議による指示の際の留意事項については、以下を参照のこと。

10

～発注者からの先行指示、協議による指示の際の留意事項～

１．発注者から指示を行い、契約変更手続きを行う前に受注者へ作業を行わせる場合は、必ず書面（指示
書等）にて指示を行う。
受発注者間の協議に基づき、契約変更手続きを行う前に受注者へ作業を行わせる場合も同様とする。

２．指示書には、変更内容による変更見込み概算額を記載する。なお、緊急的に行う場合、または何らかの
理由により概算金額の算定に時間を要する場合は、「後日通知する」ことを添えて指示を行うものとする。

３．概算額については、契約金額ベースで記載する。また、必要に応じて概算額の算出条件等について明
示する。但し、特別調査等を必要とし、概算額を記載できない工種がある場合には、積算可能な項目での
金額を記載し、積算できない項目を明確にすることとする。

４．概算額は、十万円単位を基本（十万円以下の場合は一万円単位）とする。
５．上記に伴う、工事打合せ簿の一般的な記載内容について、次頁意向を参考に、工事打合せ簿を作成す

ること。
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（省略） （省略）
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【指示の場合】 【協議の場合】

【凡例】 黒字：記載例 赤字：補足説明

様式－９

（ ）

（内容）

・

○○株式会社

主　任
（監　理）
技術者

□受理 します。□報告

総　括
監督員

主　任
監督員 監督員

現　場
代理人

受
注
者

上記について □承諾 □協議

年月日：

□提出

上記について □指示 □承諾

発
注
者

回
答 □その他

□協議 □提出 します。□受理

処
理 □その他

年月日：

添付図 葉、その他添付図書

発議事項
　☑指示　　　□協議　　　□通知　　　□承諾　　　□報告　　　□提出

□その他

工事名 　○○改良工事（△△工 ・××地先）

工 事 打 合 せ 簿

発議者 ☑発注者 □受注者 発議年月日 令和○○年○○月○○日

路線河海名 ○○○線

箇所名 ○○市 △△

【 例 】 ○○工の施工について

１．土木工事請負契約書第２０条により、別紙のとおり設計図書の変更を行うよう指示する。

【別紙に仕様書・図面等、施工に必要となる資料を添付する。】

２．下記に示す概算金額については、あくまでも概算であり、後日の変更契約に係る参考値として

位置付けるものである。

概算金額 約○十万円 増（減）額の見込みである。

（本金額は、契約金額ベースの金額である。） 【契約金額ベースで概算金額を記載する。】

＊ただし、特別調査等を要し単価等が直ぐに把握できない場合は積算可能な範囲で金額を記載し何を対象とし

て積算しているか又は、何の単価を後日回答するかを記載する。

（記載例）概算金額 約○十万円 増（減）額の見込みである。

（本金額は、契約金額ベースの金額である。）

＊ただし、○○工のA材料費を除く金額であり、A材料費については後日回答します。

様式－９

（ ）

（内容）

・

○○株式会社

総　括
監督員

主　任
監督員 監督員

現　場
代理人

主　任
（監　理）
技術者

回
答 □その他

年月日：

□提出 □報告 □受理 します。

受
注
者

上記について □承諾 □協議

します。

処
理 □その他

別紙のとおり施工すること。
変更契約の対象とする。

年月日：

□協議 □提出 □受理

発
注
者

上記について ☑指示 □承諾

発議事項
　□指示　　　☑協議　　　□通知　　　□承諾　　　□報告　　　□提出

□その他

工事名 　○○改良工事（△△工 ・××地先）

（例）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○工の施工について

　　　土木工事請負契約書第19条4項により、別紙のとおり設計図書の変更について協議します。

　　　　【別紙に　協議理由・対策検討の内容・数量・形状寸法、施工方法、図面等、必要となる資料を添付する。】

　

　

添付図 葉、その他添付図書

工 事 打 合 せ 簿

発議者 □発注者 ☑受注者 発議年月日 令和○○年○○月○○日

路線河海名 ○○○線

箇所名 ○○市 △△

（発注者が記入）

概算金額 約 ○十万円 増（減）額の見込みである。（参考値）

（本金額は、契約金額ベースの金額である。） 【契約金額ベースで概算金額を記載する。】

＊ただし、特別調査等を要し単価等が直ぐに把握できない場合は積算可能な範囲で金額を記載し何を対象

として積算しているか又は、何の単価を後日回答するかを記載する。

（記載例）概算金額 約 ○十万円 増（減）額の見込みである。（参考値）

（本金額は、契約金額ベースの金額である）

＊ただし、○○工のA材料費を除く金額であり、A材料費については後日回答します。

【協議の回答において、変更

対象と対象にしないものが

混在している場合には別途

回答するものとする。】
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土木工事請負契約における設計変更等ガイドライン（総合版）　新旧対照表

（３）設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と
実際の工事現場が一致しない場合の手続き

（契約書第19条第１項の４） ＜設計変更可能なケース＞

○自然的条件とは、例えば、掘削する地山の高さ、埋め立てるべき水面の深さ等の地表面の凹凸
等の形状、地質、湧水の有無又は量、地下水の水位、立木等の除去すべき物の有無。
また、人為的な施工条件の例としては、地下埋設物、地下工作物、土取（捨）場、工事用道路、通
行道路、工事に関係する法令等が挙げられる。

受注者 発注者

「契約書第19条（条件変更等）
第１項の４」に基づき、設計図
書の条件明示（当初積算の考え
）と現地条件とが一致しないこ
とを直ちに監督職員に通知

調査の結果、その事実が確認され
た場合､発注者は第４項･第５項に
基づき、必要に応じて設計図書の
訂正・変更

受注者及び発注者は第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金
額を定める

ex. ア．設計図書に明示された土質が現地条件と一致しない場合
イ．設計図書に明示された地下水位が現地条件と一致しない場合
ウ．設計図書に明示された交通誘導員の人数等が規制図と一致しない場合
エ．前頁の手続きにより行った設計図書の訂正・変更で、現地条件と一致しない場合
オ．その他、新たな制約等が発生した場合

12

（４）工事中止の場合の手続き
（契約書第21条） ＜設計変更可能なケース＞

○受注者の責に帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状
態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められる場合の手続き
（工事一時中止に係るガイドライン（案）参照）

受注者 発注者

地元調整や予期しない現場条件等のため、受注者が工事を施工することができない

「契約書第21条（工事の中止）第１
項」により、発注者は工事の全部又
は一部の施工を原則として一時中止
しなければならない。

発注者より、一時中止の指示（契約
上一時中止をかけることは発注者の
義務）

受注者は、土木工事共通仕様書
１-１-13第３項に基づき、基本
計画書を作成し、発注者の承諾
を得る。

発注者は、現場管理上、最低限必要
な施設・人数等を吟味し、基本計画
書を承諾

不承諾の場合は、基本計画書を
修正し、再度承諾を得る。

基本計画書に基いた施工の実施 承諾した基本計画書に基づき、施工
監督及び設計変更を実施 13

受注者からの中止事案の確認請求も可。

（３）設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と
実際の工事現場が一致しない場合の手続き

（契約書第19条第１項の４） ＜設計変更可能なケース＞

○自然的条件とは、例えば、掘削する地山の高さ、埋め立てるべき水面の深さ等の地表面の凹凸
等の形状、地質、湧水の有無又は量、地下水の水位、立木等の除去すべき物の有無。
また、人為的な施工条件の例としては、地下埋設物、地下工作物、土取（捨）場、工事用道路、通
行道路、橋梁の補修履歴、工事に関係する法令等が挙げられる。

受注者 発注者

「契約書第19条（条件変更等）
第１項の４」に基づき、設計図
書の条件明示（当初積算の考え
）と現地条件とが一致しないこ
とを直ちに監督職員に通知

調査の結果、その事実が確認され
た場合､発注者は第４項･第５項に
基づき、必要に応じて設計図書の
訂正・変更

受注者及び発注者は第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金
額を定める

ex. ア．設計図書に明示された土質が現地条件と一致しない場合
イ．設計図書に明示された地下水位が現地条件と一致しない場合
ウ．設計図書に明示された交通誘導員の人数等が規制図と一致しない場合
エ．橋梁保全工事において、設計図書に明示された構造物の状態が実物と一致しない場合
オ．前頁の手続きにより行った設計図書の訂正・変更で、現地条件と一致しない場合
カ．その他、新たな制約等が発生した場合

14

（４）工事中止の場合の手続き
（契約書第21条） ＜設計変更可能なケース＞

○受注者の責に帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状
態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められる場合の手続き
（工事一時中止に係るガイドライン（案）参照）

受注者 発注者

地元調整や予期しない現場条件等のため、受注者が工事を施工することができない

「契約書第21条（工事の中止）第１項」
により、発注者は工事の全部又は一部の
施工を原則として一時中止しなければな
らない。

発注者より、一時中止の指示（契約上一
時中止をかけることは発注者の義務）

受注者は、土木工事共通仕様書１-
１-13第３項に基づき、基本計画書
を作成し、発注者の承諾を得る。

発注者は、現場管理上、最低限必要な施
設・人数等を吟味し、基本計画書を承諾

不承諾の場合は、基本計画書を修正
し、再度承諾を得る。

基本計画書に基いた施工の実施
承諾した基本計画書に基づき、施工監督
及び設計変更を実施

15

受注者からの中止事案の確認請求も可。

※契約担当者が千葉県知事の場合においては、令和２年１１月２５日付け技第４９５号、建不第１０４７号「契約
担当者への報告に係る事務手続について（通知）」により、P60の別紙様式を用い、発注者（契約担当者）へ
報告しなければなりません。
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（省略） （省略）

（６）受注者からの請求による工期の延長
（契約書第22条） ＜設計変更可能なケース＞

受注者 発注者

「契約書第22条（受注者の請
求による工期の延長）第１項
」に基づき、その理由を明示
した書面により監督職員に通
知

発注者は第２項に基づき、必要が
あると認められるときは、工期を
延長しなければならない。請負代
金についても必要と認められると
きは変更を行う。

受注者及び発注者は第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金
額を定める

○受注者は、天候の不良、関連工事の調整協力、その他受注者の責めに帰すことができない事由
により工期内に工事を完成することができない場合は、発注者へその理由を明示した書面により
工期延長変更を請求することができる。

ex. ア．天候不良の日が例年に比べ多いと判断でき、工期の延長が生じた場合
イ．設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり、工期の延長が生じた場合
ウ．その他受注者の責めに帰することができない事由により工期の延長が生じた場合

協議

17

（６）受注者からの請求による工期の延長
（契約書第22条） ＜設計変更可能なケース＞

受注者 発注者

「契約書第22条（受注者の請
求による工期の延長）第１項
」に基づき、その理由を明示
した書面により監督職員に通
知

発注者は第２項に基づき、必要が
あると認められるときは、工期を
延長しなければならない。請負代
金についても必要と認められると
きは変更を行う。

受注者及び発注者は第24条、第25条に基づき、「協議」により工期及び請負代金
額を定める

○受注者は、天候の不良、関連工事の調整協力、その他受注者の責めに帰すことができない事由
により工期内に工事を完成することができない場合は、発注者へその理由を明示した書面により
工期延長変更を請求することができる。

ex. ア．天候不良の日が例年に比べ多いと判断でき、工期の延長が生じた場合
イ．設計図書に明示された関連工事との調整に変更があり、工期の延長が生じた場合
ウ．その他受注者の責めに帰することができない事由により工期の延長が生じた場合

協議

19

※契約担当者が千葉県知事の場合においては、令和２年１１月２５日付け技第４９５号、建不第１０４７号
「契約担当者への報告に係る事務手続について（通知）」により、P60の別紙様式を用い、発注者（契約
担当者）へ報告しなければなりません。
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土木工事請負契約における設計変更等ガイドライン（総合版）　新旧対照表

（省略） （省略）

受注者 発注者

４．設計変更手続きフロー

契約書第１９条第１項第１号～５号に該当する事実を発見

受注者：立会い 発注者：直ちに調査の実施 【第１９条第２項】

※受注者からの確認請求を受領後概ね7日以内を目処に調査終了予定日を受注者へ通知

通知し確認を請求
【第１９条第１項】

先行承認決裁：重要な事項については局長まで（原則14日
以内）

調査結果のとりまとめ意見

受理

変更内容・変更根拠の明確化、変更図面、変更数量計算
書等の変更設計図書の作成

変更設計決裁：重要な事項については局長まで（原則14
日以内）

協議 ①工期の変更【第２４条】 ②請負代金額の変更【第２５条】

【第１９条第３項】

調査終了後14日以内にその結果を通知（とるべき措置が
ある場合、当該指示を含む）

必要があると認められるときは設計図書の訂正又は変更
＜発注者が行う＞

・設計図書の訂正【第１号】

・工事目的物の変更を伴う設計図書の変更【第２号】【第１９条
第４項】 必要があると認められるときは設計図書の訂正又は変更 ＜発注者と受注者とが協議して発注者が行う＞

・工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更【第３号】

必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を
変更【第１９条第５項】

19

受注者 発注者

４．設計変更手続きフロー

契約書第１９条第１項第１号～５号に該当する事実を発見

受注者：立会い 発注者：直ちに調査の実施 【第１９条第２項】

※受注者からの確認請求を受領後概ね7日以内を目処に調査終了予定日を受注者へ通知

通知し確認を請求
【第１９条第１項】

特に重要な変更等が伴う場合は、契約担当者の承諾が
必要 （原則14日以内）

調査結果のとりまとめ意見

受理

変更内容・変更根拠の明確化、変更図面、変更数量計算
書等の変更設計図書の作成

協議 ①工期の変更【第２４条】 ②請負代金額の変更【第２５条】

【第１９条第３項】

調査終了後14日以内にその結果を通知（とるべき措置が
ある場合、当該指示を含む）

必要があると認められるときは設計図書の訂正又は変更
＜発注者が行う＞

・設計図書の訂正【第１号】

・工事目的物の変更を伴う設計図書の変更【第２号】【第１９条
第４項】 必要があると認められるときは設計図書の訂正又は変更 ＜発注者と受注者とが協議して発注者が行う＞

・工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更【第３号】

必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を
変更【第１９条第５項】

21

「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」の改正に伴い、設計変更の手続きの迅速化を目的として、発注者と受注者双
方の関係者が一堂に会し、設計変更の妥当性の審議及び工事の中止等の協議・審査等を行う会議を、必要に応じて開催する。
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（省略） （省略）
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（省略） （省略）

６．条件明示について

明示項目 明示事項

工程関係 １．他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合は、影響
箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期。

２．施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及
び施工方法。

３．当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、
成立見込み時期。

４．関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、
その項目及び影響範囲。

５．余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着手時期。
６．工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。

又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間。
７．設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数。

用地関係 １．工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期。
２．工事用地等の使用終了後における復旧内容。
３．工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復

旧方法等。
４．施工者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官有地等及び発注者が借り上げた土地を使用

させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等。

施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとする。また、明示された条件に
変更が生じた場合は、契約図書の関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。

なお、条件明示等に不足が生じないよう、「土木工事条件明示の手引き（案）」を原則活用し記載漏れがないよう
チェックすること。 （「条件明示について」平成14年3月28日国官技第369号通知を参照。P133）

22

６．条件明示について

明示項目 明示事項

工程関係 １．他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工時期、全体工事等に影響がある場合は、影響
箇所及び他の工事の内容、開始又は完了の時期。

２．施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、制限される施工内容、施工時期、施工時間及
び施工方法。

３．当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場合は、制約を受ける内容及びその協議内容、
成立見込み時期。

４．関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が付され当該工事の工程に影響がある場合は、
その項目及び影響範囲。

５．余裕期間を設定して発注する工事については、工事の着手時期。
６．工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を必要とする場合は、その項目及び調査期間。

又、地下埋設物等の移設が予定されている場合は、その移設期間。
７．設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数。

用地関係 １．工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲及び処理の見込み時期。
２．工事用地等の使用終了後における復旧内容。
３．工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復

旧方法等。
４．施工者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして官有地等及び発注者が借り上げた土地を使用

させる場合は、その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等。

施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するものとする。また、明示された条件に
変更が生じた場合は、契約図書の関連する条項に基づき、適切に対応するものとする。

なお、条件明示等に不足が生じないよう、「土木工事条件明示の手引き（案）」及び「工事条件明示チェックリスト」
を活用し、記載漏れがないようチェックすること。

24
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土木工事請負契約における設計変更等ガイドライン（総合版）　新旧対照表

（省略） （省略）

契約書第１条第３項

仮設、施工方法その他の工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、契約書及び設計図
書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

■自主施工の原則

契約書第１条第３項により、設計図書に指定されていなければ、工事実施の手段、仮設物等は受注者の裁量
の範囲

指　　定 任　　意

設計図書 施工方法等について具体的に指定する 施工方法等について具体的には指定しない

施工方法等の変更 発注者の指示又は承諾が必要
受注者の任意（施工計画書等の修正、提出は必
要）

施工方法の変更があ
る場合の設計変更

設計変更の対象とする 設計変更の対象としない。

条件明示の変更に対
応した設計変更

設計変更の対象とする 設計変更の対象とする。

その他

＜指定仮設とすべき事項＞
・河川堤防と同等の機能を有する仮締切のある場合
・仮設構造物を一般交通に供する場合
・関係官公署との協議により制約条件のある場合
・特許工法又は特殊工法を採用する場合
・その他、第三者に特に配慮する必要がある場合
・他工事等に使用するため、工事完成後も存置される必要のある仮設

【指定と任意の考え方】

◎ 発注者の指定事項以外は受注者の裁量の範囲

26

契約書第１条第３項

仮設、施工方法その他の工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、契約書及び設計図
書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

■自主施工の原則

契約書第１条第３項により、設計図書に指定されていなければ、工事実施の手段、仮設物等は受注者の裁量
の範囲

指　　定 任　　意

設計図書 施工方法等について具体的に指定する
施工方法等について具体的には指定しない
但し、発注者の考えている施工方法等を参考図や
参考資料として提示する。

施工方法等の変更 発注者の指示又は承諾が必要
受注者の任意（施工計画書等の修正、提出は必
要）

施工方法の変更があ
る場合の設計変更

設計変更の対象とする 設計変更の対象としない。

条件明示の変更に対
応した設計変更

設計変更の対象とする 設計変更の対象とする。

その他

＜指定仮設とすべき事項＞
・河川堤防と同等の機能を有する仮締切のある場合
・仮設構造物を一般交通に供する場合
・関係官公署との協議により制約条件のある場合
・特許工法又は特殊工法を採用する場合
・その他、第三者に特に配慮する必要がある場合
・他工事等に使用するため、工事完成後も存置される必要のある仮設

【指定と任意の考え方】

◎ 発注者の指定事項以外は受注者の裁量の範囲

28



新 旧

土木工事請負契約における設計変更等ガイドライン（総合版）　新旧対照表

３．発注者の中止指示義務
◆受注者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注

者が工事の全部又は一部の中止を速やかに書面にて命じなければならない。
◇受注者は、工事施工不可要因を発見した場合、速やかに発注者と協議を行う。発注者は、必要

があれば速やかに工事中止を指示する。
【関係法令：契約書第２１条】

※以降の一時中止に係る事項については、全部又は一部中止とも同様の考えとする。

◇受注者の帰責事由によらずに工事の施工ができ
ないと認められる場合

◇受注者は、工事を施工する意志があっても施工
することができず、工事が中止状態となる

◇このような場合に発注者が工事を中止させなけ
れば、中止に伴い必要とされる工期又は請負代
金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこ
ととなる

◇発注者は、工事の中止を受注者に命じ、
工期又は請負代金額等を適正に確保す
る必要がある

◇工事請負契約書第１７条規定する発注
者の工事用地等確保の義務、第１９条に
規定する施工条件の変化等における手
続と関連する

◇このことから、発注者及び受注者の十分
な理解のもとに適切に運営されることが
望まれる

注）１ 工事の一時中止期間における、主任技術者及び監理技術者の取り扱いについては以下のとおり。

・工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。

・受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の

途中交代が認められる。 【監理技術者制度運用マニュアル：国土交通省総合政策局】

※大幅な工期延期とは、工事請負契約書（受注者の解除権）第５０条１項二を準拠して、「延期期間が当初工期の１０分の５

（工期の１０分の５が６ヶ月を超えるときは、６ヶ月）を超える場合」を目安とする。 34

２．工事の一時中止に係る基本フロー

中止の指示・通知

工事再開通知
・工期短縮の必要性判断

請負代金・工期の変更

標準積算 見積積算

契 約 変 更

工事完成

工事施工不可
要因の発生

中止期間
３ヶ月以内

中止期間が３ヶ月を超
えるなど、標準積算に
よりがたい

中止の必要有り

受注者 発注者

【工事中止の通知】

【発注者の中止指示義務】
【工事を中止すべき場合】

【基本計画書の作成】

【請負代金額又は工期の変更】

【増加費用の考え方】
変更が

必要

変更は不要

工事施工不可
要因の発見

中止の対象となる工事内容、工事区域、中止期間の見通し及び工事現場を適正
に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本的事項を指示する

※必要に応じて工事一時中止「協議」

基本計画書の提出
・工事中止に伴う増加費用※

・必要工期

工事請負代金・
工期変更の検討

受 発 注 者 間 協 議

「協議」

工事発注

工事の一時中止
を検討

工期短縮計画書の提出
・工期短縮に伴う増減費用※

工期短縮が可
能であるか

工期短縮の要請「協議」

工期短縮不要

工期短縮不可の場合、その旨を「回答」
工期短縮が可能

【工期短縮計画書の作成】

「協議」

増加費用は、一時中止に
かかる費用計上の他、工
期短縮を行った場合は、
それに必要な費用を適切
に計上する。

33

工期短縮
必要

標準積算によりが
たい場合は、別途
、見積による積上
げ積算とする。

※概算費用は、参考値であり契約時
点の費用を拘束するものではない。

３．発注者の中止指示義務
◆受注者の責に帰することができない事由により工事を施工できないと認められる場合には、発注

者が工事の全部又は一部の中止を速やかに書面にて命じなければならない。
◇受注者は、工事施工不可要因を発見した場合、速やかに発注者と協議を行う。発注者は、必要

があれば速やかに工事中止を指示する。
【関係法令：契約書第２１条】

※以降の一時中止に係る事項については、全部又は一部中止とも同様の考えとする。

◇受注者の帰責事由によらずに工事の施工ができ
ないと認められる場合

◇受注者は、工事を施工する意志があっても施工
することができず、工事が中止状態となる

◇このような場合に発注者が工事を中止させなけ
れば、中止に伴い必要とされる工期又は請負代
金額の変更は行われず、負担を受注者が負うこ
ととなる

◇発注者は、工事の中止を受注者に命じ、
工期又は請負代金額等を適正に確保す
る必要がある

◇工事請負契約書第１７条規定する発注
者の工事用地等確保の義務、第１９条に
規定する施工条件の変化等における手
続と関連する

◇このことから、発注者及び受注者の十分
な理解のもとに適切に運営されることが
望まれる

注）１ 工事の一時中止期間における、主任技術者及び監理技術者の取り扱いについては以下のとおり。

・工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。

・受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延期※となった場合は、技術者の

途中交代が認められる。 【監理技術者制度運用マニュアル：国土交通省総合政策局】

※大幅な工期延期とは、工事請負契約書（受注者の解除権）第５０条の２を準拠して、「延期期間が当初工期の１０分の５

（工期の１０分の５が６ヶ月を超えるときは、６ヶ月）を超える場合」を目安とする。 36

２．工事の一時中止に係る基本フロー

中止の指示・通知
【P60 様式-1】

工事再開通知
【P62 様式-3】

・工期短縮の必要性判断

請負代金・工期の変更

標準積算 見積積算

契 約 変 更

工事完成

工事施工不可
要因の発生

中止期間
３ヶ月以内

中止期間が３ヶ月を超
えるなど、標準積算に
よりがたい

中止の必要有り

受注者 発注者

【工事中止の通知】

【発注者の中止指示義務】
【工事を中止すべき場合】

【基本計画書の作成】

【請負代金額又は工期の変更】

【増加費用の考え方】
変更が

必要

変更は不要

工事施工不可
要因の発見

中止の対象となる工事内容、工事区域、中止期間の見通し及び工事現場を適正
に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本的事項を指示する。

※必要に応じて工事一時中止「協議」

基本計画書の提出
【P61 様式-2】
・工事中止に伴う増加費用※

・必要工期

工事請負代金・
工期変更の検討

受 発 注 者 間 協 議

「協議」

工事発注

工事の一時中止
を検討

工期短縮計画書の提出
・工期短縮に伴う増減費用※

工期短縮が可
能であるか

工期短縮の要請「協議」

工期短縮不要

工期短縮不可の場合、その旨を「回答」工期短縮が可能

【工期短縮計画書の作成】

「協議」

増加費用は、一時中止に
かかる費用計上の他、工
期短縮を行った場合は、
それに必要な費用を適切
に計上する。

35

工期短縮
必要

標準積算によりが
たい場合は、別途
、見積による積上
げ積算とする。

※概算費用は、参考値であり契約時
点の費用を拘束するものではない。

※工事請負代金・工期変更の検討に
あたっては、受注者からの請求が必要

※契約担当者が千葉県知事の場
合においては、P60の別紙様式
を用い、契約担当者へ報告が
必要
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土木工事請負契約における設計変更等ガイドライン（総合版）　新旧対照表

（省略） （省略）

５．中止の指示・通知

◆発注者は、工事を中止するにあたっては、中止対象となる工事の内容、工事区域、中
止期間の見通し等の中止内容を受注者に通知しなければならない。 【関係法令：契約書第２１条】

また、工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本事項
を指示することとする。

発注者の中止権

◇発注者は、「必要があると認められる」ときは、
任意に工事を中止することができる。
※ 「必要があると認められる」か否か、中止す

べき工事の範囲、中止期間については発注
者の判断

◇発注者が工事を中止させることができるの
は工事の完成前に限られる。

受注者による中止事案の確認請求

◇受注者は、受注者の責に帰すことができな
い工事施工不可要因を発見した場合は、工
事の中止について発注者と協議することが
できる。

工事の中止期間

◇受注者は、中止期間が満了したときは、工事
を再開することとなるが、通常、中止の通知時
点では中止期間が確定的でないことが多い。

◇このような場合、工事中止の原因となっている
事案の解決にどのくらい時間を要するか実現
可能な計画を立て、工事を再開できる時期を
通知する必要がある。

◇そして発注者は、施工一時中止している工事
について施工可能と認めたときに工事の再開
を 指示しなければならない。

◇このことから、中止期間は、一時中止を指示し
たときから一時中止の事象が終了し、受注者
が工事現場に入り作業を開始できると認めら
れる状態になったときまでとなる。

36

５．中止の通知・指示
◆ 発注者は、工事を中止するにあたっては、中止対象となる工事の内容、工事区域、

中止期間の見通し等の中止内容を受注者に通知しなければならない。（P60 様式-1）
【関係法令：契約書第２１条】

また、工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本事
項を指示することとする。

発注者の中止権

◇発注者は、「必要があると認められる」ときは、
任意に工事を中止することができる。
※ 「必要があると認められる」か否か、中止す

べき工事の範囲、中止期間については発注
者の判断

◇発注者が工事を中止させることができるの
は工事の完成前に限られる。

受注者による中止事案の確認請求

◇受注者は、受注者の責に帰すことができな
い工事施工不可要因を発見した場合は、工
事の中止について発注者と協議することが
できる。

工事の中止期間

◇受注者は、中止期間が満了したときは、工事
を再開することとなるが、通常、中止の通知時
点では中止期間が確定的でないことが多い。

◇このような場合、工事中止の原因となっている
事案の解決にどのくらい時間を要するか実現
可能な計画を立て、工事を再開できる時期を
通知する必要がある。

◇そして発注者は、施工一時中止している工事
について施工可能と認めたときに工事の再開
を指示しなければならない。（P62 様式-3）

◇このことから、中止期間は、一時中止を指示し
たときから一時中止の事象が終了し、受注者
が工事現場に入り作業を開始できると認めら
れる状態になったときまでとなる。

38

※契約担当者が千葉県知事の場合においては、令和２年１１月２５日付け技第４９５号、建不第１０４７号「契約
担当者への報告に係る事務手続について（通知）」により、P60の別紙様式を用い、発注者（契約担当者）へ
報告しなければなりません。
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（省略） （省略）

６．基本計画書の作成

◆工事を中止した場合において、受注者は中止期間中の工事現場の維持・管理に関する
基本計画書を発注者に提出し協議する。（P61 様式-2） 【土木工事共通仕様書第１編1-1-13】

※実際に施工着手する前の施工計画作成中及び測量等の準備期間中であっても、現場
の維持・管理は必要であることから基本計画書を提出し、受発注者間で協議する。

◆基本計画書の作成にあたっては、再開に備えての方策や一時中止に伴い発生する増加
費用等について、受発注者間で確認し、双方の認識に相違が生じないようにする。

◆一時中止期間の変更や工事内容の変更など基本計画書の内容に変更が生じる場合、
受注者は変更計画書を作成し、受発注者間で協議する。

記載内容

◇基本計画書作成の目的

◇中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者
数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること

◇中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること

◇工事現場の維持・管理に関する基本的事項
（中止期間中の業務等）

◇工事再開に向けた方策

◇工事一時中止に伴う増加費用※及び算定根拠

◇基本計画書に変更が生じた場合の手続き

管理責任

◇中止した工事現場の管理責任は、受注者に属す
るものとする。

◇受注者は、基本計画書において管理責任に係る
旨を明らかにする。

39
※通知時点で想定している中止期間における概算金額を記載する。

一部一時中止の場合には、概算費用の記載は省略できる。

６．基本計画書の作成

◆工事を中止した場合において、受注者は中止期間中の工事現場の維持・管理に関する
基本計画書を発注者に提出し協議する。 【土木工事共通仕様書第１編1-1-13】

※実際に施工着手する前の施工計画作成中及び測量等の準備期間中であっても、現場
の維持・管理は必要であることから基本計画書を提出し、受発注者間で協議する。

◆基本計画書の作成にあたっては、再開に備えての方策や一時中止に伴い発生する増加
費用等について、受発注者間で確認し、双方の認識に相違が生じないようにする。

◆一時中止期間の変更や工事内容の変更など基本計画書の内容に変更が生じる場合受
注者は変更計画書を作成し、受発注者間で協議する。

記載内容

◇基本計画書作成の目的

◇中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者
数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること

◇中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること

◇工事現場の維持・管理に関する基本的事項

◇工事再開に向けた方策

◇工事一時中止に伴う増加費用※及び算定根拠

◇基本計画書に変更が生じた場合の手続き

管理責任

◇中止した工事現場の管理責任は、受注者に属す
るものとする。

◇受注者は、基本計画書において管理責任に係る
旨を明らかにする。

37

※指示時点で想定している中止期間における概算金額を記載する。
一部一時中止の場合には、概算費用の記載は省略できる。
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別表-１

河川工事 1901.4 - - 2116.7 2104.1 2104.1 1939.0 -0.3284 - - -0.3275 -0.3280 -0.3280 -0.3269 13.3999 0.1615

河川･道路構造物工事 410.4 - - 453.5 452.4 452.4 413.5 -0.2019 - - -0.2004 -0.2012 -0.2012 -0.1994 1.0955 0.3057

海岸工事 521.4 - - 550.7 561.8 561.8 488.2 -0.2306 - - -0.2255 -0.2280 -0.2280 -0.2224 4.2009 0.2226

道路改良工事 78.9 - - 87.0 87.0 87.0 79.4 -0.0714 - - -0.0698 -0.0706 -0.0706 -0.0688 2.4722 0.2611

鋼橋架設工事 4760.3 - 5819.2 5307.1 5271.4 5307.1 4867.7 -0.3805 - -0.3793 -0.3796 -0.3801 -0.3796 -0.3791 8.9850 0.2036

PC橋工事 1238.0 - - 1436.8 1399.1 1399.1 1351.0 -0.2884 - - -0.2907 -0.2895 -0.2895 -0.2921 0.5348 0.3394

橋梁保全工事 3393.5 - - 3979.5 3855.9 4318.8 3764.5 -0.3455 - - -0.3485 -0.3470 -0.3483 -0.3504 1.6260 0.2838

舗装工事 923.0 1754.5 1331.5 1162.5 1087.6 1254.4 1149.1 -0.2725 -0.3002 -0.2837 -0.2807 -0.2767 -0.2801 -0.2858 0.7817 0.3147

共同溝等工事(1) 213.2 - - 247.5 241.0 241.0 232.8 -0.1455 - - -0.148 -0.1468 -0.1468 -0.1496 0.4678 0.3598

共同溝等工事(2) 314.1 - - 363.9 354.7 354.7 341.7 -0.1833 - - -0.1852 -0.1843 -0.1843 -0.1865 0.0142 0.5399

トンネルエ事 1070.6 - - 1331.2 1253.2 1253.2 1306.0 -0.2619 - - -0.2685 -0.2652 -0.2652 -0.2726 0.1118 0.4194

砂防･地すべり等工事 275.1 - - 288.4 295.3 295.3 254.5 -0.1797 - - -0.1738 -0.1767 -0.1767 -0.1700 0.1422 0.4132

道路維持工事 303.5 362.0 363.4 333.4 333.6 363.7 302.7 -0.1653 -0.1588 -0.1628 -0.1634 -0.1643 -0.1636 -0.1623 1.6840 0.2898

河川維持工事 635.1 - - 697.2 697.9 697.9 633.0 -0.2406 - - -0.2391 -0.2399 -0.2399 -0.2381 8.0310 0.2114

下水道工事(1) 103.2 - 133.3 119.9 116.7 116.7 112.6 -0.0941 - -0.0975 -0.0966 -0.0954 -0.0954 -0.0981 0.5192 0.3472

下水道工事(2) 282.4 - 333.1 306.7 308.7 308.7 276.7 -0.1811 - -0.1770 -0.1781 -0.1796 -0.1796 -0.1763 1.1316 0.3060

下水道工事(3) 366.6 - - 422.5 412.8 412.8 395.6 -0.1891 - - -0.1916 -0.1904 -0.1904 -0.1932 2.7078 0.2589

公園工事 643.6 - - 715.1 711.5 711.5 654.3 -0.2235 - - -0.2229 -0.2232 -0.2232 -0.2225 13.5714 0.1739

コンクリートダム工事 84.6 - - 99.0 96.0 96.0 93.6 -0.0617 - - -0.0644 -0.0630 -0.0630 -0.0661 0.2288 0.3812

フィルダム工事 91.3 - - 105.4 102.9 102.9 98.8 -0.0673 - - -0.0693 -0.0683 -0.0683 -0.0705 0.1633 0.3963

電線共同溝工事 266.2 323.7 320.4 293.4 293.1 320.0 267.2 -0.1540 -0.1467 -0.1510 -0.1518 -0.1529 -0.1520 -0.1504 0.0035 0.6165

情報ボックス工事 1338.5 - - 1523.7 1498.7 1498.7 1413.4 -0.2880 - - -0.2881 -0.2881 -0.2881 -0.2881 3.6607 0.2249

工種区分

係数Ａ 係数Ｂ

係数a一般交通
影響有り(1)

一般交通
影響有り(2)

市街地
(DID補正)

山間僻地
及び離島

一般交通
影響有り(2)

市街地
(DID補正)

山間僻地
及び離島

一般交通
影響無し

大都市(1)  大都市(2)
係数ｂ一般交通

影響無し
大都市(1) 大都市(2)

一般交通
影響有り(1)

■増加費用の積算

◆増加費用は、原則、工事目的物又は仮設に係る工事の施工着手後を対象注）に算定す
ることとし、算定方法は下記のとおりとする。
ただし、中止期間３ヶ月※以内は標準積算により算定し、中止期間が３ヶ月を超える場
合、道路維持工事又は河川維持工事のうち経常的な工事である場合など、標準積算に
よりがたい場合は、受注者から増加費用に係る見積を求め、受発注者間で協議を行い
増加費用を算定する。

工事一時中止に伴う積算方法（標準積算による場合）

◇中止期間中の現場維持等の費用（単位円 1,000円未満切り捨て）

Ｇ ＝ ｄｇ × Ｊ ＋ α
ｄｇ：一時中止に係る現場経費率（単位 ％ 少数第４位四捨五入３位止め）
Ｊ ：対象額（一時中止時点の契約上の純工事費）（単位 円 1,000円未満切り捨て）
α ：積上げ費用（単位 円 1,000円未満切り捨て）

一時中止に係る現場経費率（ｄｇ）

ｄｇ＝Ａ｛（Ｊ／（ａ×Ｊｂ＋Ｎ））Ｂー（Ｊ／（ａ×Ｊｂ））Ｂ｝＋（Ｎ×Ｒ×100）／Ｊ
Ｎ：一時中止日数（日）ただし、部分中止の場合は、部分中止に伴う工期延期日数
Ｒ：公共工事設計労務単価（土木一般世話役）、Ａ・Ｂ・ａ・ｂ：各工種毎に決まる係数（別表ー１）

◇土木工事標準積算基準書における入力項目

○Ｊ：一時中止時点の契約上の純工事費 ○Ｎ：一時中止日数 ○α：積上げ費用

注）増加費用の算定（請負代金額の変更）は、施工着手後を原則とし、施工着手前の増加費用に関する受発注者間のトラブルを回

避するため、契約図書に適切な条件明示（用地確保の状況、関係機関との協議状況など、工事着手に関する条件）を行うととも

に、施工計画打合せ時に、現場事務所の設置時期などを確認し、十分な調整を行うこと。

※標準積算の適用範囲は、積算基準策定時に検証したケースが３ヶ月程度までであることから、「中止期間３ヶ月以内」としている。

※見積を求める場合、中止期間全体にかかる見積（例えば中止期間４ヶ月の場合、４ヶ月分の見積）を徴収する。
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※地域補正： 地方部（一般交通等の影響なし）

地方部（一般交通等の影響有）、山間僻地離島

市街地（ＤＩＤ地区・準ずる地区）

45

工種区分

係数Ａ

係数Ｂ 係数a 係数ｂ地方部(一般交通
等の影響なし)

地方部(一般交通
等の影響有)山間

僻地離島

市街地(DID地区･
準ずる地区)

河川工事 739.2 781.0 807.6 -0.2636 0.3687 0.3311

河川･道路構造物工事 180.4 190.6 197.2 -0.1562 0.8251 0.3075

海岸工事 105.5 111.4 115.2 -0.1120 1.6285 0.2498

道路改良工事 339.5 358.7 370.9 -0.1935 0.4461 0.3348

鋼橋架設工事 550.3 581.5 601.3 -0.2612 0.0717 0.4607

PC橋工事 476.3 503.2 520.4 -0.2330 0.8742 0.3058

橋梁保全工事 180.4 190.6 197.2 -0.1562 0.8251 0.3075

舗装工事 453.4 479.0 495.4 -0.2108 0.0761 0.4226

共同溝等工事(1) 209.6 221.5 229.1 -0.1448 0.1592 0.4058

共同溝等工事(2) 154.8 163.6 169.1 -0.1153 0.3726 0.3559

トンネルエ事 293.8 310.3 321.0 -0.1718 0.0973 0.4252

砂防･地すべり等工事 151.0 159.5 164.9 -0.1379 0.4267 0.3357

道路維持工事 96.0 101.4 104.9 -0.0926 0.1699 0.3933

河川維持工事 439.2 464.0 479.9 -0.2138 0.0144 0.5544

下水道工事(1) 437.5 462.4 478.1 -0.2054 0.0812 0.4356

下水道工事(2) 135.2 142.9 147.8 -0.1089 0.2598 0.3771

下水道工事(3) 106.4 112.6 116.3 -0.1078 0.5988 0.3258

公園工事 244.3 258.1 267.0 -0.1733 0.2026 0.3740

コンクリートダム工事 351.8 371.8 384.5 -0.1793 11.6225 0.1998

フィルダム工事 508.1 536.9 555.1 -0.2055 0.0617 0.4440

電線共同溝工事 256.9 271.4 280.8 -0.1615 8.1264 0.1740

港湾浚渫工事 99.9 105.5 109.5 -0.0709 0.7347 0.2713

港湾構造物工事 185.3 195.8 202.4 -0.0311 0.5764 0.2992

別表-１

■増加費用の積算

◆増加費用は、原則、工事目的物又は仮設に係る工事の施工着手後を対象注）に算定すること
とし、算定方法は下記のとおりとする。
ただし、中止期間３ヶ月※以内は標準積算により算定し、中止期間が３ヶ月を超える場合、道路
維持工事又は河川維持工事のうち経常的な工事である場合など、標準積算によりがたい場合

は、受注者から増加費用に係る見積を求め、受発注者間で協議を行い増加費用を算定する。

工期延長等に伴う現場維持等に要する費用の算定（標準積算による場合）

◇工期延長等に伴う現場維持等の費用（単位円 1,000円未満切り捨て）

Ｇ ＝ ｄｇ × Ｊ ＋ α
ｄｇ：工期延長等に係る現場経費率（単位 ％ 少数第４位四捨五入３位止め）
Ｊ ：対象額（工期延長等時点の契約上の純工事費）（単位 円 1,000円未満切り捨て）
α ：積上げ費用（単位 円 1,000円未満切り捨て）

工期延長等に係る現場経費率（ｄｇ）

ｄｇ＝Ａ｛（Ｊ／（ａ×Ｊｂ＋Ｎ））Ｂー（Ｊ／（ａ×Ｊｂ））Ｂ｝＋（Ｎ×Ｒ×100）／Ｊ
Ｎ：工期延長等日数（日）ただし、部分中止の場合は、部分中止に伴う工期延長等日数
Ｒ：公共工事設計労務単価（土木一般世話役）、Ａ・Ｂ・ａ・ｂ：各工種毎に決まる係数（別表ー１）

◇千葉県積算基準における入力項目

○Ｊ：工期延長等時点の契約上の純工事費 ○Ｎ：工期延長等日数 ○α：積上げ費用

注）増加費用の算定（請負代金額の変更）は、施工着手後を原則とし、施工着手前の増加費用に関する受発注者間のトラブルを回

避するため、契約図書に適切な条件明示（用地確保の状況、関係機関との協議状況など、工事着手に関する条件）を行うととも

に、施工計画打合せ時に、現場事務所の設置時期などを確認し、十分な調整を行うこと。

※標準積算の適用範囲は、積算基準策定時に検証したケースが３ヶ月程度までであることから、「中止期間３ヶ月以内」としている。

※見積を求める場合、中止期間全体にかかる見積（例えば中止期間４ヶ月の場合、４ヶ月分の見積）を徴収する。

45※令和２年６月１日より、「工事の一時中止に伴う増加費用等の積算」から、「工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算」に
改められました。
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（省略） （省略）



新 旧

土木工事請負契約における設計変更等ガイドライン（総合版）　新旧対照表

工事請負契約書 第５０条（受注者の解除権）

１．受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。

一 第２０条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。

二 第２１条の規定による工事の施工の中止期間が工期の１０分の５（工期の１０分の５が６月を超える
ときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分
の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

三 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。

２．受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害を発注者に
請求することができる。
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■増加費用の費目と内容

増加費用の費目と内容
増加費用の費目に係る積算の内容は次のとおりとする。
（1）現場における増加費用【積上又は率により計上】

イ 材料費
①材料の保管費用

工事を中止したために、元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、発注者
が倉庫等（受注者が工事現場に設置したものを除く。）へ保管する必要があると認めた場合の
倉庫保管料及び入出庫手数料

②他の工事現場へ転用する材料の運搬費
工事を中止したために、元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、発注者
が他の工事現場等に転用する必要があると認めた場合の当該材料の運搬費

③直接工事費に計上された材料の損料等
元設計において期間要素を考慮して計上されている材料等の中止期間に係る損料額及び補
修費用

ロ 労務費
①工事現場の維持等に必要な労務費

中止後の労務費は、原則として計上しない。
ただし、トンネル、潜函等の特殊な工事において必要な作業員を確保しておくべき特別の事情
があるため、受発注者協議により工事現場に労務者を常駐させた場合にはその費用

②他職種に転用した場合の労務費差額
工事現場の保安等のために、受発注者協議により工事現場に常駐させた、トンネル・潜函工
などの特殊技能労働者が職種外の普通作業等に従事した場合における本来の職種と、従事
した職種の発注者の設計上の単価差額の費用

53

建設工事請負契約書 第５０条の２（受注者の催告によらない解除権）

１．受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

一 第２０条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。

二 第２１条の規定による工事の施工の中止期間が工期の１０分の５（工期の１０分の５が６月を超える
ときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分
の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

54

建設工事請負契約書 第５０条の４（受注者の損害賠償請求等）

１．受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求
することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注
者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

一 第50条又は第50条の２の規定によりこの契約が解除されたとき。

二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であると
き。

（後略）

■増加費用の費目と内容

増加費用の費目と内容
増加費用の費目に係る積算の内容は次のとおりとする。
（1）現場における増加費用

イ 材料費 【積上げ項目】
①材料の保管費用

工事を工期延長等したために、元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、
発注者が倉庫等（受注者が工事現場に設置したものを除く。）へ保管する必要があると認めた
場合の倉庫保管料及び入出庫手数料

②他の工事現場へ転用する材料の運搬費
工事を工期延長等したために、元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を、
発注者が他の工事現場等に転用する必要があると認めた場合の当該材料の運搬費

③直接工事費に計上された材料の損料等
元設計において期間要素を考慮して計上されている材料等の工期延長等に伴う損料額及び
補修費用

ロ 労務費 【積上げ項目】
①工事現場の維持等に必要な労務費

作業を伴わない作業員の労務費は、原則として計上しない。
ただし、必要な作業員を確保しておくべき特別の事情があり、受発注者協議により工事現場
に労務者を常駐させた場合にはその費用

②他職種に転用した場合の労務費差額
工事現場の保安等のために、受発注者協議により工事現場に常駐させた、トンネル・潜函工
などの特殊技能労働者が職種外の普通作業等に従事した場合における本来の職種と、従事
した職種の発注者の設計上の単価差額の費用
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（「千葉県積算基準（共通編その１）『工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算』」
より抜粋）
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土木工事請負契約における設計変更等ガイドライン（総合版）　新旧対照表

ハ 水道光熱電力等料金
工事現場に設置済の施設を工事現場の維持のため、発注者が指示し、あるいは受発注者協
議により中止期間中稼動（維持）させるために要する水道光熱電力等に要する費用

二 機械経費
①工事現場に存置する機械の費用

現場搬入済の機械のうち元設計に個別計上されている機械と同等と認められるものに関す
る次の費用
ａ 工事現場の維持のため存置することが必要であること、又は搬出費及び再搬入費（組立

て、解体費を含む。）が存置する費用を上回ること等により、発注者が工事現場に存置す
ることを認めた機械等の現場存置費用（組立て・解体費、管理費を含む。）

ｂ 発注者が工事現場の維持等のため必要があると認めて指示した機械の運転費用

ホ 仮設費

① 仮設諸機材の損料

現場搬入済の仮設材料，設備等のうち，元設計において期間要素を考慮して計上されてい

るものと同等と認められる仮設諸機材の中止期間に係る損料及び維持補修の増加費用

② 新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用

元設計には計上されていないが，中止に伴う工事現場の維持等の必要上，発注者が新たに

指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めた仮設等に要する費用（補助労

力を含む。）

③ 工期延期となることにより追加で生じる仮設諸機材の損料等に要する費用
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ヘ 運搬費

① 工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用

中止時点に現場搬入済の機械器具類及び仮設材等のうち発注者が元設計に計上されたも

のと同等と認めたものを一定の範囲の工事現場外に搬出し又は一定の範囲から工事現場

に再搬入する費用

② 大型機械類等の現場内運搬

元設計に計上した機械類，資材等のうち，工事が中止されたために，新たに工事現場内を移

動させることを発注者が指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めた大型の

機械，材料，仮設物等の運搬費用

ト 準備費
別費目で積算している現場常駐の従業員又は労務者をもって充てる通常の準備作業を超え
る工事現場の跡かたづけ、再開準備のために諸準備・測量等で、発注者が指示しあるいは
受発注者協議により発注者が必要と認めたものに係る準備費用

チ 事業損失防止施設費
仮設費に準じて積算した費用

リ 安全費
①既存の安全設備に係る費用

中止以前に工事現場に設置済の安全設備等のうち、原則として元設計において期間要素を
考慮して計上されているものと同等と認められる、安全設備等の中止期間に係る損料及び
維持補修の費用

②新たな工事現場の維持等に要する安全費
元設計には計上されていないが、中止に伴い、工事現場の安全を確保するため、発注者が
新たに指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めた安全管理に要する費用
（保安要員費を含む。）
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ハ 水道光熱電力等料金 【積上げ項目】
工事現場に設置済の施設を工事現場の維持のため、発注者が指示し、あるいは受発注者協
議により工期延長等の発生要因後、再開までの間に稼動（維持）させるために要する水道光
熱電力等に要する費用

二 機械経費 【積上げ項目】
①工事現場に存置する機械の費用

現場搬入済の機械のうち元設計に個別計上されている機械と同等と認められるものに関す
る次の費用
ａ 工事現場の維持のため存置することが必要であること、又は搬出費及び再搬入費（組立

て、解体費を含む。）が存置する費用を上回ること等により、発注者が工事現場に存置す
ることを認めた機械等の現場存置費用（組立て・解体費、賃料・損料、管理費を含む。）

ｂ 発注者が工事現場の維持等のため必要があると認めて指示した機械の運転費用

ホ 仮設費 【積上げ項目】

① 仮設諸機材の損料

現場搬入済の仮設材料，設備等のうち，元設計において期間要素を考慮して計上されてい

るものと同等と認められる仮設諸機材の工期延長等に係る損料及び維持補修の増加費用

② 新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用

元設計には計上されていないが，工期延長等に伴う工事現場の維持等の必要上，発注者が

新たに指示しあるいは受発注者の協議により発注者が必要と認めた仮設等に要する費用

（補助労力を含む。）

③ 工期延長等となることにより追加で生じる仮設諸機材の損料等に要する費用
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ヘ 運搬費 【率項目】

① 工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用

工期延長等の要因発生時点に現場搬入済の機械器具類及び仮設材等のうち発注者が元設

計に計上されたものと同等と認めたものを一定の範囲の工事現場外に搬出し又は一定の範

囲から工事現場に再搬入する費用

② 大型機械類等の現場内運搬

元設計に計上した機械類，資材等のうち，工期延長等されたために，新たに工事現場内を移

動させることを発注者が指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めた大型の

機械，材料，仮設物等の運搬費用

ト 準備費 【率項目】
別費目で積算している現場常駐の従業員又は労務者をもって充てる通常の準備作業を超え
る工事現場の跡かたづけ、再開準備のために諸準備・測量等で、発注者が指示しあるいは
受発注者協議により発注者が必要と認めたものに係る準備費用

チ 事業損失防止施設費 【積上げ項目】
仮設費に準じて積算した費用

リ 安全費 【率項目】
①既存の安全設備に係る費用

工期延長等の要因発生以前に工事現場に設置済の安全設備等のうち、原則として元設計に
おいて期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる、安全設備等の工期延長
等に伴う損料及び維持補修の費用

②新たな工事現場の維持等に要する安全費
元設計には計上されていないが、工期延長等に伴い、工事現場の安全を確保するため、
発注者が新たに指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めた安全管理に
要する費用（保安要員費を含む。）

57



新 旧

土木工事請負契約における設計変更等ガイドライン（総合版）　新旧対照表

ヌ 役務費
①プラント敷地、材料置場等の敷地の借上げ料

元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるプラント敷地及
び材料置場等の敷地の中止期間に係る借上げ、解約などに要した増加費用

②電力水道等の基本料
元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる電力・用水設備
等に係る中止期間中の基本料

ル 技術管理費
原則として増加費用は計上しないものとする。
ただし、現場搬入済の調査・試験用の機器、技術者等で元設計において期間要素を考慮して
計上されているものと同等と認められるものがある場合には、仮設費に準じて積算した費用

ヲ 営繕費
中止以前に工事現場に設置済みの営繕施設のうち元設計において期間要素を考慮して計上
されたものと同等と認められる営繕施設の中止期間に係る維持費、補修費及び損料額又は
営繕費、労務者輸送費を一体化して直接工事費等に対する割掛率で計上している工事にお
ける中止期間中の維持費、補修費、損料額及び労務者輸送に要する費用

ワ 労務者輸送費
元設計が、営繕費、労務者輸送費を区分して積算している場合において受発注者協議により
工事現場に常駐する労務者及び近傍の工事現場等に転用させると認められた労務者を一括
通勤させる場合の通勤費用

力 社員等従業員給料手当
中止期間中等の工事現場の維持等のために、受発注者協議により定めた次の費用
①元請・下請会社の現場常駐の従業員（機械、電気設備の保安に係るものを含む。）に支給

する給料手当の費用
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②中止時点に現場に常駐していた従業員を工事現場の維持体制に縮小するまでの間に従業
員に支給する給料手当の費用

③工事現場の維持体制から再開する体制に移行するまでの間、工事現場に常駐する従業員
に支給する給料手当の費用

④工期延期となることにより追加で生じる従業員に支給する給料手当の費用
ヨ 労務管理費

①他の工事現場へ転出入する労務者の転出入に要する費用
中止によって遊休となった労務者のうち、当該工事現場に専従的に雇用された労務者（通勤
者も含む。）を一定の範囲に転出又は一定の範囲から復帰のため転入するのに必要な旅費
及び日当等の費用。なお、専従的に雇用されていた者とは元請会社直庸又は専属下請会社
が直接賃金を支給しており、かつ当該工事現場に相当長期間の契約で常駐的に雇用されて
いることが貸金台帳等で確認できるような者（以下「専従的労務者」という。）（通勤者も含
む。）とする。

②解雇・休業手当を払う場合の費用
受発注者協議により適当な転入工事現場を確保することができないと認めた専従的労務者
を解雇・休業するために必要な費用

夕 地代
現場管理費の内、営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現場管理費率の中に計
上されている地代の中止期間中の費用

レ 福利厚生費等
現場管理費の内、現場従業員に係る退職金、法定福利費、福利厚生費、通信交通費として現
場管理費率の中に計上されている費用の中止期間中の費用

（２）本支店における増加費用
中止に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用

（３）消費税相当額
現場及び本支店における増加費用に係る消費税に相当する費用
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ヌ 役務費 【率項目】
①プラント敷地、材料置場等の敷地の借上げ料

元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるプラント敷地及
び材料置場等の敷地の工期延長等期間に係る借上げ、解約などに要した増加費用

②電力水道等の基本料
元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる電力・用水設備
等に係る工期延長等期間中の基本料

ル 技術管理費 【積上げ項目】
原則として増加費用は計上しないものとする。
ただし、現場搬入済の調査・試験用の機器、技術者等で元設計において期間要素を考慮して
計上されているものと同等と認められるものがある場合には、仮設費に準じて積算した費用

ヲ 営繕費 【率項目】
工期延長等の発生要因以前に工事現場に設置済みの営繕施設のうち元設計において期間
要素を考慮して計上されたものと同等と認められる営繕施設の工期延長等期間に係る維持費、
補修費及び損料額又は営繕費、労務者輸送費を一体化して直接工事費等に対する割掛率で
計上している工事における工期延長等期間中の維持費、補修費、損料額及び労務者輸送に
要する費用

ワ 労務者輸送費 【率項目】
元設計が、営繕費、労務者輸送費を区分して積算している場合において受発注者協議により
工事現場に常駐する労務者及び近傍の工事現場等に転用させると認められた労務者を一括
通勤させる場合の通勤費用

力 社員等従業員給料手当 【率項目】
工期延長等期間中等の工事現場の維持等のために、受発注者協議により定めた次の費用
①元請・下請会社の現場常駐の従業員（機械、電気設備の保安に係るものを含む。）に支給

する給料手当の費用

58

②工期延長等の要因発生時点に現場に常駐していた従業員を工事現場の維持体制に縮小
するまでの間に従業員に支給する給料手当の費用

③工事現場の維持体制から再開する体制に移行するまでの間、工事現場に常駐する従業員
に支給する給料手当の費用

④工期延長等となることにより追加で生じる現場常駐の従業員に支給する給料手当の費用
ヨ 労務管理費 【率項目】

①他の工事現場へ転出入する労務者の転出入に要する費用
工期延長等によって遊休となった労務者のうち、当該工事現場に専従的に雇用された労務
者（通勤者も含む。）を一定の範囲に転出又は一定の範囲から復帰のため転入するのに必
要な旅費及び日当等の費用。なお、専従的に雇用されていた者とは元請会社直庸又は専属
下請会社が直接賃金を支給しており、かつ当該工事現場に相当長期間の契約で常駐的に
雇用されていることが貸金台帳等で確認できるような者（以下「専従的労務者」という。）（通
勤者も含む。）とする。

②解雇・休業手当を払う場合の費用
受発注者協議により適当な転入工事現場を確保することができないと認めた専従的労務者
を解雇・休業するために必要な費用

夕 地代 【率項目】
現場管理費の内、営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現場管理費率の中に計
上されている地代の工期延長等期間の費用

レ 福利厚生費等 【率項目】
現場管理費の内、現場従業員に係る退職金、法定福利費、福利厚生費、通信交通費として現
場管理費率の中に計上されている費用の工期延長等期間中の費用

（２）本支店における増加費用
工期延長等に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用

（３）消費税相当額
現場及び本支店における増加費用に係る消費税に相当する費用
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（削除）
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■工事の一時中止に係る手続き様式

※上記は総括監督員（所属長）の決裁を経て通知できるものとしますが、
契約担当者が千葉県知事の場合においては、上記に併せて、右の
別紙様式を用い、契約担当者へ報告しなければなりません。

千葉県知事　様

○○○○事務所長

1. 工事名

2. 工事箇所

3. 請負代金額 円

4.工期

5. 報告項目

6. 報告概要

次長

　年　月　日

（供覧）

建設工事監督技術基準に基づく報告書

次長

令和○年○月○日から令和○年○月○日まで

県土整備部長

又は

都市整備局長

主務課長

（事） （技）

（別紙様式）

報告項目（１）から（８）の表題を記入する。
【例】（１）工事の中止及び工期の検討及び報告

（１）工事の中止及び工期の検討及び報告の場合
【例】電柱の移設が遅れ、移設完了予定日が○月○日から○月○日に

なるため、○月○日から○月○日まで、歩道舗装工を一時中止
する。

【例】予期せぬ河川増水により、○月○日から○月○日まで、護岸
基礎工の施工が出来なかったため、２０日間工期を延長する。

（５）中間前金払請求時の出来形の審査及び報告の場合
【例】認定調書(案)のとおり、工事履行報告書、工程表及び全景写真

より、５０％以上の出来高が認められる。
（６）部分払（出来形）請求時の出来形の審査及び報告の場合
【例】出来形調書の出来形支払相当額が適正であることが認められる。

（注）事務負担軽減のため、添付資料は工事打合せ簿の写しを使用する
など既存資料を使用し、新たに資料を作成しない。

工期延長する場合は、現工期の下段に（）書きで変更工期を記載する。

様式-1

様

一時中止について（通知）

標記について、工事請負契約書第21条第1項及び第2項に基づき、下記のとおり通知する。

1. 本工事を から 一時中止する。

2. 中止理由

3. 工事一時中止箇所

4. 工事一時中止予定期間 日間 （ まで）

5. 工事再開については、別途通知する。

6. その他

（全部又は一部）

記

年　月　日 （全部又は一部）

年　　月　　日

（ 受 注 者 ）

（ 契 約 担 当 者 ） 印

（ 工 事 名 を 記 入 ） の

中止の通知時点において、中止期間が確定的でない場合は、以下のとおり記

載することも可。
「工事一時中止を通知した日から、発注者が再開を通知した日まで」

以下の記載例を参考に、「基本計画書」の作成、提出を明示すること。
「別途、工事打合せ簿で工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要

な管理体制等の基本事項について指示するので、速やかに基本事項に基づく

「基本計画書」を作成し、提出すること。」

工事の一時中止の通知（様式-1）（本ガイドラインP35，P38）

『令和２年１１月２５日付け技第４９５号、建不第１０４７号
「契約担当者への報告に係る事務手続きについて（通知）」』
の別紙様式
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※上記は総括監督員（所属長）の決裁を経て通知できるものとします。

様式-3

様

の

再開について（通知）

標記について、工事請負契約書第21条及び第24条に基づき、下記のとおり通知する。

1. より 一時中止 （ 付け）

の本工事を から再開する。

2. 工事再開箇所

年　　月　　日

印

（ 受 注 者 ）

記

年　月　日 （全部又は一部） 年　月　日

年　月　日

（全部又は一部）

（ 契 約 担 当 者 ）

（ 工 事 名 を 記 入 ）

（全部又は一部） 一時中止の

一時中止した工事の再開の通知（様式-3）（本ガイドラインP35，P38）

61

別　紙

1. 中止時点における内容

（1）中止する工種の出来高

（2）職員の体制

（3）労務者数

（4）搬入材料

（5）建設機械器具等

2. 中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること。

3. 中止期間中の工事現場の維持、管理に関すること。

4. 中止した工事現場の管理責任に関すること。

基　本　計　画　書

様式-2

様

一時中止に伴う工事現場の維持、管理等に関する基本計画書

について

付けで工事一時中止の通知があった標記工事について、別紙の
とおり基本計画書を提出します。

年　月　日

（ 工 事 名 を 記 入 ） の

（全部又は一部）

年　　月　　日

（ 契 約 担 当 者 ）

（ 受 注 者 ） 印

基本計画書の提出（様式-2）（本ガイドラインP35，P39）
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（削除）

（省略） （省略）
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２．工事一時中止の区分

一部一時中止の場合の増し分費用について
中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合を除き、
請負金額及び工期の変更を行う。（主たる工種は工事費構成比率が最大の工種のみを指すものではない）

65

工事一時中止 ①工事全体の一時中止 標準積算

②一部一時中止(主たる工種の一時中止) 標準積算外（見積りによる積上げ積算）

技術者の専任

原則として、中止期間分を
工期延期することが考えられる

Ｎは一時中止日数

工期変更

増し分費用の算定方法

Ｎ は一部一時中止に伴う
工期延期日数

工事を全面的に一時中止している期間は
専任を要しない。

全部中止と一部一時中止の違い

中止の範囲

一部一時中止
（主たる工種の中止）

・維持工事のうち経常的な工事である場合

・中止期間が３箇月を超える場合

一時中止
（工事全体の中止）

工事範囲全体

「一時中止」と「一部一時中止」
工事請負契約書（第21条）では、工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨等、自然的又は人為的な事象であって、乙の責に帰すことができないもの
により、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知することとされている。

工事の一時中止には、①工事の全部を中止する場合（一時中止）、②工事の一部を中止する場合（一部一時中止）があり、契約上の取扱いや、増し分費用の計上
方法が異なる。

契約解除できる時期
（契約書第48条）

工事範囲において工事が施工できない部分
（中止の通知の際に図面に中止箇所を図示）

工事施工期間は専任が必要。

中止部分を除いた他の部分の工事が完了した後
３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

一部一時中止に伴う影響期間について工期延期する

中止期間が３ヶ月以内の場合は標準積算（率式）による
Ｇ ＝ ｄｇ × Ｊ ＋ α

ｄｇ：一時中止に係る現場経費率（単位：％ 少数第４位四捨五入３位止め）
Ｊ ：対象額（一時中止時点の契約上の純工事費）（単位：円 1,000円未満切り捨て）
α ：積上げ費用（単位：円 1,000円未満切り捨て）
一時中止に係る現場経費率（ｄｇ）

ｄｇ＝Ａ｛（Ｊ／（ａ×Ｊ＾b＋Ｎ））＾B－（Ｊ／（ａ×Ｊ^ｂ））^Ｂ｝+｛（Ｎ×Ｒ×１００）／Ｊ｝
Ｎ：一時中止日数
Ｒ：公共工事設計労務単価（土木一般世話役）
Ａ・Ｂ・ａ・ｂ：各工種毎に決まる係数

中止期間が工期の１０分の５を超えるとき。
(工期の１０分の５が６ヶ月を超えるときは６ヶ月)

２．工事一時中止の区分

一部一時中止の場合の増し分費用について
中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施工に影響がない等例外的な場合を除き、
請負金額及び工期の変更を行う。

65

工事一時中止 ①工事全体の一時中止 標準積算

②一部一時中止 標準積算外（見積りによる積上げ積算）

技術者の専任

原則として、中止期間分を
工期延期することが考えられる

Ｎは一時中止日数

工期変更

増し分費用の算定方法

Ｎ は一部一時中止に伴う
工期延期日数

工事を全面的に一時中止している期間は
専任を要しない。

全部中止と一部一時中止の違い

中止の範囲

一部一時中止

・維持工事のうち経常的な工事である場合

・中止期間が３ヶ月を超える場合

一時中止
（工事全体の中止）

工事範囲全体

「一時中止」と「一部一時中止」
工事請負契約書（第21条）では、工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨等、自然的又は人為的な事象であって、乙の責に帰すことができないもの
により、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに乙に通知することとされている。

工事の一時中止には、①工事の全部を中止する場合（一時中止）、②工事の一部を中止する場合（一部一時中止）があり、契約上の取扱いや、増し分費用の計上
方法が異なる。

契約解除できる時期
（契約書第５０条の２）

工事範囲において工事が施工できない部分
（中止の通知の際に図面に中止箇所を図示）

工事施工期間は専任が必要。

中止部分を除いた他の部分の工事が完了した後
３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

一部一時中止に伴う影響期間について工期延期する

中止期間が３ヶ月以内の場合は標準積算（率式）による
Ｇ ＝ ｄｇ × Ｊ ＋ α

ｄｇ：一時中止に係る現場経費率（単位：％ 少数第４位四捨五入３位止め）
Ｊ ：対象額（一時中止時点の契約上の純工事費）（単位：円 1,000円未満切り捨て）
α ：積上げ費用（単位：円 1,000円未満切り捨て）
一時中止に係る現場経費率（ｄｇ）

ｄｇ＝Ａ｛（Ｊ／（ａ×Ｊ＾b＋Ｎ））＾B－（Ｊ／（ａ×Ｊ^ｂ））^Ｂ｝+｛（Ｎ×Ｒ×１００）／Ｊ｝
Ｎ：一時中止日数
Ｒ：公共工事設計労務単価（土木一般世話役）
Ａ・Ｂ・ａ・ｂ：各工種毎に決まる係数

中止期間が工期の１０分の５を超えるとき。
(工期の１０分の５が６ヶ月を超えるときは６ヶ月)
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３．全体中止と部分中止の積算内容の違い

66※工期延期により工期が出水期にかかってしまった場合：出水期間における現場維持
等に必要な費用（仮設費用、運搬費用、現場巡視等）は設計変更により計上する。

工種Ａ（主たる工種）

（

主
た
る
工
種
が
中
止

）

一
部
一
時
中
止

○率計上項目は、標準積算（率計上）とする。（社員等給与、現場事務所費用等）
※標準積算の率計上項目の対象日数は「中止期間のＮ」を用いる。

○率計上項目以外は積上げ積算する。（材料の保管費用、仮設諸機材の損料等）
※積上げ積算の対象期間は「中止期間」とする。

①率計上項目は、標準積算（率計上）する。（社員等給与、現場事務所費用等）
※標準積算の率計上項目の対象日数は 「工事延期期間Ｎ’」 を用いる。

②率計上項目以外は積上げ積算する。（材料の保管費用、仮設諸機材の損料等）
※積上げ積算の対象期間は「中止期間」とする。

工種Ｂ（その他工種）

工種Ａ（主たる工種）

算定方法の違い

中止期間：Ｎ(日)

変更

変更工種Ｂ（その他工種）

一時中止

（

工
事
全
体
が
中
止

）

一
時
中
止

Ｎ’(日)：一部中止に伴う工期延期期間
※数量増による工期延期日数は除く

標準積算①の率計算に用いる日数中止期間
標準積算：② 標準積算以外：③

変更一時中止

③全ての増加費用を積上げ積算する。
（社員等給与、現場事務所費用等 ＋ 材料の保管費用、仮設諸機材の損料等）
※積上げ積算の対象期間は「中止期間」とする。

一時中止

中止期間が３ヶ月を超える 場合 →全て積上げ積算中止期間が３ヶ月以内 の場合 →標準積算

○全ての増加費用を積上げ積算する。
（社員等給与、現場事務所費用等 ＋ 材料の保管費用、仮設諸機材の損料等）
※積上げ積算の対象期間は「中止期間」とする。

現場代理人・管理技術者
（中止期間における現場維持のための社員等）

中止期間における現場維持のための社員等

４．請求の流れ及び適用範囲
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（１）現場維持に要する費用
イ．工事現場の維持に要する費用 二．中止により工期延期となる場合の費用
ロ．工事体制の縮小に要する費用 ホ．工期短縮を行った場合の費用
ハ．工事の再開・準備に要する費用

（２）本支店における増加費用・・・・・・・・・・・・・一般管理費として計上される

★は留意事項

★実施内容の証明（増加費用の明細書、作業報告等）

★増加費用の適用は受注者からの請求があった場合に適用

【積算例】

○安全費

・工事看板損料

○営繕費

・現場事務所の維持費

・土地の借地料

○現場管理費

・現場従業員手当
等が想定される

積上げ積算

※右表項目について費用の明細書に
基づき受発注者協議

標準積算（増加費用Ｇ＝ｄｇ×Ｊ ＋α）
または積上げ積算

注1）全部中止の場合に適用（主たる工種の部分
中止により工期延期になった場合を含む）

注2）経常的な維持工事等は全て積上げ

本工事施工中

ｄg：一時中止に係る現場経費率

Ｊ：中止時点の純工事費

★中止期間の確定（部分中止の場合は、部分中止に伴う工期延期日数）
★増し分費用の協議

契約後準備工着手前
契約締結後で、現場事務所・
工事看板が未設置、材料等が
未手配の状態で測量等の準備
工に着手するまでの期間

準備工期間
現場事務所・工事看板を設置し、測量
等の本工事前の準備期間

※増加費用の算定は、受注者が作成する「基本計画書」に従って実施した結果、実際に要
した工事現場の維持費用の「明細書」に基づき、官積算をする ものとする。
なお、費用の必要性・数量などは発注者・受注者が協議して決定するものとする。

工事中止の通知・指示（発注者→受注者）

基本計画書の提出・承諾（受注者→発注者）

基本計画書に基づく工事現場の維持・管理（受注者が実施）

工事再開の通知（発注者→受注者）

工事請負代金・工期変更の請求（受注者→発注者）

α：積上げ積算
※右表項目(率分除く)について

費用の明細書に基づき受発注者協議

率（ｄg）×対象額（Ｊ）で計上

積上げ積算

※右表項目について費用の
明細書に基づき受発注者協議

中
止
期
間

～３ヶ月
以内

３ヶ月
を超える

増加費用は
計上しない。

※全部中止の場合は
技術者の専任の解除

※中止期間が工期の
1/2(６ヶ月)を超えた
場合等は契約の解除
権が発生

発注者は、中止の対象となる工事内容、工事区域、中止期間の見通し等
の中止内容を通知する。また、工事現場を適正に維持管理するために、
最小限必要な管理体制等の基本的事項を 指示する。

中止の時期

工事一時中止の増し分費用について

★「中止の時期」の確認
★中止期間の見通しの確認 →特に常駐させる技術者等の取扱いに留意

★実施内容を明記（→積算に反映される）
★管理責任の所在を明記

増加費用の範囲

は、本工事施工中において３ヶ月以内の一時中止の
場合の率計上項目

※H4.3.19 「工事の一時中止に伴う増加費用等の積算上の取扱いについて」より抜粋

中止期間中の現場維持等に要する費用

①材料の保管費用
②他の工事現場へ転用する材料の運搬費
③直接工事費に計上された材料の損料等
①工事現場の維持等に必要な労務費
（中止後の労務費は、トンネル、潜函等を除き、原則として計上しない。）
②他職種に転用した場合の労務費差額

ハ
水道光熱電力

等料金
現場に設置済の施設を維持等のために指示あるいは協議により中止期間中稼
働させるために要する水道光熱電力等費用

二 機械経費 工事現場に存置する機械の存置費用、運転費用
①工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用
②新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用

へ 準備費
通常の準備作業を超える後かたづけ、再開準備に要する費用で指示あるいは
協議により必要と認めたものは、別途積上げにより計上する
①仮設初機材の損料
②新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用

チ
事業損失

防止施設費
仮設費に準じて積算した費用

①既存の安全設備に係る費用
②新たな工事現場の維持等に要する安全費
①プラント敷地、材料置場等の敷地の借上げ料
②電力・水道等の基本料

ル 技術管理費 （原則として増し分費用は計上しない。）

ヲ 営繕費
現場に設置済の営繕施設のうち元設計に計上されたものと同等と認められる営
繕施設の中止期間に係る維持費、補修費及び損料額　等

ワ 労務者輸送費
元設計が、営繕費、労務者輸送費を区分して積算している場合において、受発
注者協議により認められた労務費を一括通勤させる場合の通勤費用

カ
社員等従業員

給料手当
中止期間中の工事現場の維持等のために、受発注者協議により定めた費用

①他の工事現場へ転出入する労務者の転出入に要する費用
②解雇・休業手当を払う場合の費用

タ 地代
現場管理費の内、営繕費に係る敷地の借上げに要する費用として現場管理費
率の中に計上されている地代の中止期間中の費用

レ 福利厚生費等
現場管理の内、現場従業員に係る退職金、法定福利費、福利厚生費、通信交
通費として現場管理費率の中に計上されている費用の中止期間中の費用

イ 材料費

ロ 労務費

ホ 運搬費

ヨ 労務管理費

ト 仮設費

リ 安全費

ヌ 役務費

３．全体中止と部分中止の積算内容の違い

66※工期延期により工期が出水期にかかってしまった場合：出水期間における現場維持
等に必要な費用（仮設費用、運搬費用、現場巡視等）は設計変更により計上する。

工種Ａ（主たる工種）

一
部
一
時
中
止

○率計上項目は、標準積算（率計上）とする。（社員等給与、現場事務所費用等）
※標準積算の率計上項目の対象日数は「中止期間のＮ」を用いる。

○率計上項目以外は積上げ積算する。（材料の保管費用、仮設諸機材の損料等）
※積上げ積算の対象期間は「中止期間」とする。

①率計上項目は、標準積算（率計上）する。（社員等給与、現場事務所費用等）
※標準積算の率計上項目の対象日数は 「工事延期期間Ｎ’」 を用いる。

②率計上項目以外は積上げ積算する。（材料の保管費用、仮設諸機材の損料等）
※積上げ積算の対象期間は「中止期間」とする。

工種Ｂ（その他工種）

工種Ａ（主たる工種）

算定方法の違い

中止期間：Ｎ(日)

変更

変更工種Ｂ（その他工種）

一時中止

（

工
事
全
体
が
中
止

）

一
時
中
止

Ｎ’(日)：一部中止に伴う工期延期期間
※数量増による工期延期日数は除く

標準積算①の率計算に用いる日数中止期間
標準積算：② 標準積算以外：③

変更一時中止

③全ての増加費用を積上げ積算する。
（社員等給与、現場事務所費用等 ＋ 材料の保管費用、仮設諸機材の損料等）
※積上げ積算の対象期間は「中止期間」とする。

一時中止

中止期間が３ヶ月を超える 場合 →全て積上げ積算中止期間が３ヶ月以内 の場合 →標準積算

○全ての増加費用を積上げ積算する。
（社員等給与、現場事務所費用等 ＋ 材料の保管費用、仮設諸機材の損料等）
※積上げ積算の対象期間は「中止期間」とする。

現場代理人・管理技術者
（中止期間における現場維持のための社員等）

中止期間における現場維持のための社員等

４．請求の流れ及び適用範囲
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（１）現場維持に要する費用
イ．工事現場の維持に要する費用 二．中止により工期延期となる場合の費用
ロ．工事体制の縮小に要する費用 ホ．工期短縮を行った場合の費用
ハ．工事の再開・準備に要する費用

（２）本支店における増加費用・・・・・・・・・・・・・一般管理費として計上される

★は留意事項

★実施内容の証明（増加費用の明細書、作業報告等）

★増加費用の適用は受注者からの請求があった場合に適用

【積算例】

○安全費

・工事看板損料

○営繕費

・現場事務所の維持費

・土地の借地料

○現場管理費
・現場従業員手当

等が想定される

積上げ積算

※右表項目について費用の明細書に
基づき受発注者協議

標準積算（増加費用Ｇ＝ｄｇ×Ｊ ＋α）
または積上げ積算

注1）全部中止の場合に適用（主たる工種の部分
中止により工期延期になった場合を含む）

注2）経常的な維持工事等は全て積上げ

本工事施工中

ｄg：一時中止に係る現場経費率

Ｊ：中止時点の純工事費

★中止期間の確定（部分中止の場合は、部分中止に伴う工期延期日数）
★増し分費用の協議

契約後準備工着手前
契約締結後で、現場事務所・
工事看板が未設置、材料等が
未手配の状態で測量等の準備
工に着手するまでの期間

準備工期間
現場事務所・工事看板を設置し、測
量等の本工事前の準備期間

※増加費用の算定は、受注者が作成する「基本計画書」に従って実施した結果、実際に要
した工事現場の維持費用の「明細書」に基づき、官積算をする ものとする。
なお、費用の必要性・数量などは発注者・受注者が協議して決定するものとする。

工事中止の通知・指示（発注者→受注者）

基本計画書の提出・承諾（受注者→発注者）

基本計画書に基づく工事現場の維持・管理（受注者が実施）

工事再開の通知（発注者→受注者）

工事請負代金・工期変更の請求（受注者→発注者）

α：積上げ積算
※右表項目(率分除く)について

費用の明細書に基づき受発注者協議

率（ｄg）×対象額（Ｊ）で計上

積上げ積算

※右表項目について費用の
明細書に基づき受発注者協議

中
止
期
間

～３ヶ月
以内

３ヶ月
を超える

増加費用は
計上しない。

※全部中止の場合は
技術者の専任の解除

※中止期間が工期の
1/2(６ヶ月)を超えた
場合等は契約の解除
権が発生

発注者は、中止の対象となる工事内容、工事区域、中止期間の見通し等
の中止内容を通知する。また、工事現場を適正に維持管理するために、
最小限必要な管理体制等の基本的事項を 指示する。

中止の時期

工事一時中止の増し分費用について

★「中止の時期」の確認
★中止期間の見通しの確認 →特に常駐させる技術者等の取扱いに留意

★実施内容を明記（→積算に反映される）
★管理責任の所在を明記

増加費用の範囲

は、本工事施工中において３ヶ月以内の一時中止の
場合の率計上項目

※中止期間中の現場維持等に要する費用は、 「工事における工期の延長等に伴う増加
費用の積算方法について（通知）」（令和２年５月２９日付技第１４８号）より抜粋

中止期間中の現場維持等に要する費用

①材料の保管費用
②他の工事現場へ転用する材料の運搬費
③直接工事費に計上された材料の損料等
①工事現場の維持等に必要な労務費
（中止後の労務費は、トンネル、潜函等を除き、原則として計上しない。）
②他職種に転用した場合の労務費差額

ハ
水道光熱電力

等料金
現場に設置済の施設を維持等のために指示あるいは協議により中止期間中稼
働させるために要する水道光熱電力等費用

二 機械経費 工事現場に存置する機械の存置費用、運転費用
①工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用
②大型機械類等の現場内運搬

へ 準備費
通常の準備作業を超える後かたづけ、再開準備に要する費用で指示あるいは
協議により必要と認めたものは、別途積上げにより計上する
①仮設初機材の損料
②新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用

チ
事業損失

防止施設費
仮設費に準じて積算した費用

①既存の安全設備に係る費用
②新たな工事現場の維持等に要する安全費
①プラント敷地、材料置場等の敷地の借上げ料
②電力・水道等の基本料

ル 技術管理費 （原則として増し分費用は計上しない。）

ヲ 営繕費
現場に設置済の営繕施設のうち元設計に計上されたものと同等と認められる営
繕施設の中止期間に係る維持費、補修費及び損料額　等

ワ 労務者輸送費
元設計が、営繕費、労務者輸送費を区分して積算している場合において、受発
注者協議により認められた労務費を一括通勤させる場合の通勤費用

カ
社員等従業員

給料手当
中止期間中の工事現場の維持等のために、受発注者協議により定めた費用

①他の工事現場へ転出入する労務者の転出入に要する費用
②解雇・休業手当を払う場合の費用

タ 地代
現場管理費の内、営繕費に係る敷地の借上げに要する費用として現場管理費
率の中に計上されている地代の中止期間中の費用

レ 福利厚生費等
現場管理の内、現場従業員に係る退職金、法定福利費、福利厚生費、通信交
通費として現場管理費率の中に計上されている費用の中止期間中の費用

ヨ 労務管理費

ト 仮設費

リ 安全費

ヌ 役務費

イ 材料費

ロ 労務費

ホ 運搬費
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（省略） （省略）

（4,147,200）
35,661,600

１２．工事請負代金の構成(1)

増加費用等の構成

◇中止期間中の現場維持等に要する費用は工事原価に含めて計上し、一般管理費等の対象とする。

◇積み上げ計上費用には、請負比率及び合意比率は考慮しないものする。

◇増加費用等についての変更契約は、工事再開後に行う。

請負工事費

工事価格

消費税相当額

工事原価

一般管理費等

直接工事費

間接工事費

共通仮設費

現場管理費

純工事費

中止期間中の現場維持等の費用

（3,456,000）

22,054,125

【増額費用の計算例】

中止期間が３ヶ月を超える場合（増額金額）

（3,456,000）
29,398,802

（384,000）
3,621,198

（3,840,000）
33,020,000

（307,200）
2,641,600

19,590,000

7,344,677

2,464,125
（3,456,000）
9,808,802

75

（4,147,200）
35,661,600

１２．工事請負代金の構成(1)

増加費用等の構成

◇中止期間中の現場維持等に要する費用は、工事原価内の間接工事費の中で計上し、
一般管理費等の対象とする。

◇増加費用等についての変更契約は、工事再開後に行う。

請負工事費

工事価格

消費税相当額

工事原価

一般管理費等

直接工事費

間接工事費

共通仮設費

現場管理費

純工事費

中止期間中の現場維持等の費用

（3,456,000）

22,054,125

【増額費用の計算例】

中止期間が３ヶ月を超える場合（増額金額）

（3,456,000）
29,398,802

（384,000）
3,621,198

（3,840,000）
33,020,000

（307,200）
2,641,600

19,590,000

7,344,677

2,464,125
（3,456,000）
9,808,802

75
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土木工事請負契約における設計変更等ガイドライン（総合版）　新旧対照表

（省略） （省略）

１３．工事請負代金の構成(2)

事業区分

工事区分

規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要

式
1

1
0 0

式
1

1
0 0

式
1

1
0 0

m3
10,000

10,000

1,959

1,959
0 0

式
1

1
0 0

式
1

1
0 0

式
1

1
0 0

式
1

1
0 0

式
1

1
0 0

式
0

1
1 3,456,000 　※１

式
1

1
1 3,456,000

式
1

1
1 384,000

式
1

1
1 3,840,000

式
1

1
1 307,200

式
1

1
1 4,147,200

※１．『中止期間中の現場維持費』には、請負比率及び合意比率を考慮しない。

工事名 ○○○○○電線共同溝工事                                              (  1 回変更) (包括合意)
共同溝･電線共同溝

共同溝

工事区分・工種・種別・細別 金額

2,464,125

2,464,125

共同溝
19,590,000

19,590,000

　開削土工
19,590,000

19,590,000

　　掘削工
19,590,000

19,590,000

工事費計
35,661,600

39,808,800

　中止期間中の現場維持費
0

3,456,000

工事原価
29,398,802

32,854,802

　一般管理費等
3,621,198

4,005,198

設　計　内　訳　書

工事価格
33,020,000

36,860,000

消費税相当額
2,641,600

2,948,800

　共通仮設費（率計上）
2,464,125

2,464,125

純工事費
22,054,125

22,054,125

　現場管理費
7,344,677

7,344,677

　　　開削掘削
19,590,000

19,590,000

直接工事費
19,590,000

19,590,000

共通仮設費
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１３．工事請負代金の構成(2)

事業区分

工事区分

規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要

式
1
1

0 0

式
1
1

0 0

式
1
1

0 0

m3
10,000
10,000

1,959
1,959

0 0

式
1
1

0 0

式
1
1

0 0

式
1
1

0 0

式
1
1

0 0

式
1
1

0 0

式
0
1

1 3,456,000 　※１

式
1
1

1 3,456,000

式
1
1

1 384,000

式
1
1

1 3,840,000

式
1
1

1 307,200

式
1
1

1 4,147,200

※１．『中止期間中の現場維持費』には、請負比率及び合意比率を考慮しない。

工事名 ○○○○○電線共同溝工事                                              (  1 回変更) (包括合意)
共同溝･電線共同溝

共同溝

工事区分・工種・種別・細別 金額

2,464,125
2,464,125

共同溝
19,590,000
19,590,000

　開削土工
19,590,000
19,590,000

　　掘削工
19,590,000
19,590,000

工事費計
35,661,600
39,808,800

　中止期間中の現場維持費
0

3,456,000

工事原価
29,398,802
32,854,802

　一般管理費等
3,621,198
4,005,198

設　計　内　訳　書

工事価格
33,020,000
36,860,000

消費税相当額
2,641,600
2,948,800

　共通仮設費（率計上）
2,464,125
2,464,125

純工事費
22,054,125
22,054,125

　現場管理費
7,344,677
7,344,677

　　　開削掘削
19,590,000
19,590,000

直接工事費
19,590,000
19,590,000

共通仮設費
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工期延長等に伴う現場維持費
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当初設計 変更設計

Point

変更事例

橋梁保全工事において、当初設計で想定していない補修履歴や添加物が発見され、工
法の見直しに必要な期間について、工期延長を行った。

・当初設計図面に構造物の
諸元が示されており、現地
と差異がある場合は、監督
職員と協議と示されていた。

設計での仕様・施工条件

橋梁補修等においては、現地調査を行うまで、当初設計との差異が明らかにならないことが多
い。当初の施工条件と現地に差異があり、工法等の見直しが必要な場合には、速やかに工事
の一時中止を指示し、一時中止に伴う増加費用について受注者と協議のうえ、費用を見込まな
ければならない。

５ー４ 工事の中止、工事着手時期の変更、工期の変更

・施工方法等の見直しに必
要な期間について、工事一
時中止を指示し、工期延長
を行う。

・工事一時中止に伴う増加
費用を計上。
【契約書第２１条（工事の中止）】

108

・当初図面に記載のない事
象により、想定していた施工
方法では施工が出来なくな
った。
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（省略） （省略）
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土木工事請負契約における設計変更等ガイドライン（総合版）　新旧対照表

Ⅵ 参考資料

１．設計変更ガイドラインの契約図書への位置づけ

２．工事請負契約書
◆工事用地の確保等（契約書第１７条）
◆条件変更等(契約書第１９条)
◆設計図書の変更（契約書第２０条）
◆工事の中止(契約書第２１条)
◆受注者の請求による工期の延長（契約書第２２条）
◆発注者の請求による工期の短縮等（契約書第２３条）
◆工期の変更方法（契約書第２４条）
◆受注者の解除権（契約書第５０条）

３．設計変更に関する通達・通知等
◆「設計変更に伴う契約変更の取扱いについて」（昭和４４年５月７日）

「「設計変更に伴う契約変更の取扱いについて」の運用について」（平成１０年７月１４日）
◆「工事一時中止に伴う増加費用等の積算上の取り扱いについて」（平成４年３月１９日）
◆「公共工事の発注における工事安全対策要綱」（平成４年７月１日）
◆「条件明示について」（平成１４年３月２８日）

113

Ⅵ 参考資料

１．設計変更ガイドラインの契約図書への位置づけ

２．工事請負契約書
◆工事用地の確保等（契約書第１７条）
◆条件変更等(契約書第１９条)
◆設計図書の変更（契約書第２０条）
◆工事の中止(契約書第２１条)
◆受注者の請求による工期の延長（契約書第２２条）
◆発注者の請求による工期の短縮等（契約書第２３条）
◆工期の変更方法（契約書第２４条）
◆受注者の催告によらない解除権（契約書第５０条の２）
◆受注者の損害賠償請求等（契約書第５０条の４）

３．設計変更に関する通達・通知等
（国の通達・通知類）
（千葉県の通知類）

113
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（省略） （省略）

第５０条（受注者の解除権）

１．受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
（１） 第２０条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。
（２） 第２１条の規定による工事の施工の中止期間が工期の１０分の５（工期の１０分の５が６月

を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を
除いた他の部分の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

（３） 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。

２．受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害を
発注者に請求することができる。
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第５０条の２（受注者の催告によらない解除権）

１．受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
（１） 第２０条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減少したとき。
（２） 第２１条の規定による工事の施工の中止期間が工期の１０分の５（工期の１０分の５が６月

を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を
除いた他の部分の工事が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
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第５０条の４（受注者の損害賠償請求等）

１．受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を
請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に
照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

（１） 第50条又は第50条の２の規定によりこの契約が解除されたとき。
（２） 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能

であるとき。
（後略）
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（新設）

３．設計変更に関する通達・通知等

（国からの通達・通知類）
◆「設計変更に伴う契約変更の取扱いについて」

（昭和４４年５月７日）
「「設計変更に伴う契約変更の取扱いについて」の運用について」
（平成１０年７月１４日）

◆「工事一時中止に伴う増加費用等の積算上の取り扱いについて」
（平成４年３月１９日）

◆「公共工事の発注における工事安全対策要綱」
（平成４年７月１日）

◆「条件明示について」（平成１４年３月２８日）
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３．設計変更に関する通達・通知等

（国の通達・通知類）
◆「設計変更に伴う契約変更の取扱いについて」

（昭和４４年５月７日）
「「設計変更に伴う契約変更の取扱いについて」の運用について」
（平成１０年７月１４日）

◆「工事の一時中止に伴う増加費用等の積算上の取扱いについて」
（昭和５７年３月２９日）

◆「公共工事の発注における工事安全対策要綱」
（平成４年７月１日）
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３．設計変更に関する通達・通知等

（千葉県の通知類）
◆「施工条件の明示について（通知）」

（平成１４年４月２４日付技第２９号）

◆「契約変更の留意点について（通知）」
（平成２３年３月２９日付建不第１３７１号）

◆「土木工事条件明示の手引き（案）の活用について（通知）
（平成２９年３月２９日付技第６４２号）

◆「設計変更の事務手続の徹底について（通知）」
（平成３１年４月１２日付技第５７号、建不第８０号）

◆「工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算方法について（通知）」
（令和２年５月２９日付技第１４８号）

◆「契約担当者への報告に係る事務手続について（通知）」
（令和２年１１月２５日付技第４９５号、建不第１０４７号）
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（省略） （省略）

（削除）

国 官 技 第 ３ ６ ９ 号
平成１４年３月２８日

各地方整備局企画部長

北海道開発局事業振興部長 あて

国土交通省大臣官房技術調査課長

条件明示について

国土交通省直轄の土木工事を請負施工に付する場合における工事の設計図書に明

示すべき施工条件について 「建設省技調発第 号 （平成３年１月 日付け）に、 」24 25
補足追加し、明示項目及び明示事項（案）をとりまとめたので参考にされたく通知

する。
なお 「条件明示について （平成３年１月 日）建設省技調発第 号は廃止す、 」 25 24

る。

記

１．目 的
「対象工事」を施工するにあたって、制約を受ける当該工事に関する施工条件

を設計図書に明示することによって、工事の円滑な執行に資することを目的とす
る。

２．対象工事

平成１４年４月１日以降に入札する国土交通省直轄の土木工事とする。

３．明示項目及び明示事項（案）

別 紙

４．明示方法
施工条件は、契約条件となるものであることから、設計図書の中で明示するも

のとする。また、明示された条件に変更が生じた場合は、契約書の関連する条項

に基づき、適切に対応するものとする。

５．その他
（１）明示されない施工条件、明示事項が不明確な施工条件についても、契約書

の関連する条項に基づき甲・乙協議できるものであること。

（２）現場説明時の質問回答のうち、施工条件に関するものは、質問回答書によ
り、文書化すること。

（３）施工条件の明示は、工事規模、内容に応じて適切に対応すること。なお、
施工方法、機械施設等の仮設については、施工者の創意工夫を損なわないよ
う表現上留意すること。

別紙 明示項目及び明示事項（案）

明示項目 明 示 事 項

工 程 関 係 １．他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工
時期、全体工事等に影響がある場合は、影響箇所及び他の

工事の内容、開始又は完了の時期。
２．施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、

制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法
３．当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場

合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時

期
４．関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が

付され当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び
影響範囲

５．余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着

手時期
６．工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を

必要とする場合は、その項目及び調査期間。又、地下埋設

物等の移設が予定されている場合は、その移設期間
７．設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数

用 地 関 係 １．工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲
及び処理の見込み時期

２．工事用地等の使用終了後における復旧内容

３．工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、
その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等

４．施工者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして
、官有地等及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は

その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等

公 害 関 係 １．工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）
のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定す
る必要がある場合は、その内容

２．水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間
３．濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、

その内容（処理施設、処理条件等）
４．工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地

下水の枯渇等、電波障害等に起因する事業損失が懸念され

る場合は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然に
防止するために必要な調査方法、範囲等

安全対策関係 １．交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間
２．鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事

での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容

３．落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合
は、その内容
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（削除）

（新設）

明示項目 明 示 事 項

安全対策関係 ４．交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要

員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合

は、その内容
５．有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必

要な場合は、その内容

工 事 用 道 路 １．一般道路を搬入路として使用する場合
関 係 ( ) 工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等1

に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等
、( ) 搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は2

その処置内容
２．仮道路を設置する場合

( ) 仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その1
内容期間

( ) 仮道路の工事終了後の処置（存置又は撤去）2
( ) 仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容3

仮 設 備 関 係 １．仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場

合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件

等
２．仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その

構造及びその施工方法

３．仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容

建設 副産 物物 １．建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置
関 係 き場所までの、距離、時間等の処分及び保管条件

２．建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合

は、その内容

３．建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理
方法、処理場所等の処理条件。

、 、なお 再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は

その受入場所、距離、時間等の処分条件
工 事 支 障 １．地上、地下等への占用物件の有無及び占用物件等で工事

物 件 等 支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移

設時期、工事方法、防護等
． 、 、２ 地上 地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は
その工事内容及び期間等
． 、 、 、 、薬液注入関係 １ 薬液注入を行う場合は 設計条件 工法区分 材料種類

施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等

２．周辺環境への調査が必要な場合は、その内容
そ の 他 １．工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、そ

の保管及び仮置き場所、期間、保管方法等

２．工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内

での再使用の有無引き渡し場所等

明示項目 明 示 事 項

そ の 他 ３．支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品

質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等
４．関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容

５．架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件
６．工事用電力等を指定する場合は、その内容

７．新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容
８．部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時

期

９．給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等
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（新設）

（新設）

別紙 明示項目及び明示事項（案）

明示項目 明 示 事 項

工 程 関 係 １．他の工事の開始又は完了の時期により、当該工事の施工

時期、全体工事等に影響がある場合は、影響箇所及び他の
工事の内容、開始又は完了の時期。

２．施工時期、施工時間及び施工方法が制限される場合は、

制限される施工内容、施工時期、施工時間及び施工方法
３．当該工事の関係機関等との協議に未成立のものがある場

合は、制約を受ける内容及びその協議内容、成立見込み時

期

４．関係機関、自治体等との協議の結果、特定された条件が
付され当該工事の工程に影響がある場合は、その項目及び

影響範囲

５．余裕工期を設定して発注する工事については、工事の着

手時期
６．工事着手前に地下埋設物及び埋蔵文化財等の事前調査を

必要とする場合は、その項目及び調査期間。又、地下埋設

物等の移設が予定されている場合は、その移設期間

７．設計工程上見込んでいる休日日数等作業不能日数
用 地 関 係 １．工事用地等に未処理部分がある場合は、その場所、範囲

及び処理の見込み時期

２．工事用地等の使用終了後における復旧内容

３．工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合、
その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等

４．施工者に、消波ブロック、桁製作等の仮設ヤードとして
、官有地等及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合は

その場所、範囲、時期、期間、使用条件、復旧方法等
公 害 関 係 １．工事に伴う公害防止（騒音、振動、粉塵、排出ガス等）

のため、施工方法、建設機械・設備、作業時間等を指定す

る必要がある場合は、その内容
２．水替・流入防止施設が必要な場合は、その内容、期間

３．濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合は、

その内容（処理施設、処理条件等）

４．工事の施工に伴って発生する騒音、振動、地盤沈下、地
下水の枯渇等、電波障害等に起因する事業損失が懸念され

る場合は、事前・事後調査の区分とその調査時期、未然に

防止するために必要な調査方法、範囲等

安全対策関係 １．交通安全施設等を指定する場合は、その内容、期間
２．鉄道、ガス、電気、電話、水道等の施設と近接する工事

での施工方法、作業時間等に制限がある場合は、その内容

３．落石、雪崩、土砂崩落等に対する防護施設が必要な場合

は、その内容
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明示項目 明 示 事 項

安全対策関係 ４．交通誘導員、警戒船及び発破作業等の保全設備、保安要
員の配置を指定する場合又は発破作業等に制限がある場合
は、その内容

５．有毒ガス及び酸素欠乏等の対策として、換気設備等が必
要な場合は、その内容

工 事 用 道 路 １．一般道路を搬入路として使用する場合
関 係 ( ) 工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等1

に制限がある場合は、その経路、期間、時間帯等
、( ) 搬入路の使用中及び使用後の処置が必要である場合は2

その処置内容
２．仮道路を設置する場合
( ) 仮道路に関する安全施設等が必要である場合は、その1

内容期間
( ) 仮道路の工事終了後の処置（存置又は撤去）2
( ) 仮道路の維持補修が必要である場合は、その内容3

仮 設 備 関 係 １．仮土留、仮橋、足場等の仮設物を他の工事に引き渡す場
合及び引き継いで使用する場合は、その内容、期間、条件
等

２．仮設備の構造及びその施工方法を指定する場合は、その
構造及びその施工方法

３．仮設備の設計条件を指定する場合は、その内容
建設副産物物 １．建設発生土が発生する場合は、残土の受入場所及び仮置
関 係 き場所までの、距離、時間等の処分及び保管条件

２．建設副産物の現場内での再利用及び減量化が必要な場合
は、その内容

３．建設副産物及び建設廃棄物が発生する場合は、その処理
方法、処理場所等の処理条件。

、 、なお 再資源化処理施設又は最終処分場を指定する場合は
その受入場所、距離、時間等の処分条件

工 事 支 障 １．地上、地下等への占用物件の有無及び占用物件等で工事
物 件 等 支障物が存在する場合は、支障物件名、管理者、位置、移

設時期、工事方法、防護等
． 、 、２ 地上 地下等の占用物件工事と重複して施工する場合は
その工事内容及び期間等
． 、 、 、 、薬液注入関係 １ 薬液注入を行う場合は 設計条件 工法区分 材料種類

施工範囲、削孔数量、削孔延長及び注入量、注入圧等
２．周辺環境への調査が必要な場合は、その内容

そ の 他 １．工事用資機材の保管及び仮置きが必要である場合は、そ
の保管及び仮置き場所、期間、保管方法等

２．工事現場発生品がある場合は、その品名、数量、現場内
での再使用の有無引き渡し場所等

明示項目 明 示 事 項

そ の 他 ３．支給材料及び貸与品がある場合は、その品名、数量、品

質、規格又は性能、引渡場所、引渡期間等
４．関係機関・自治体等との近接協議に係る条件等その内容

５．架設工法を指定する場合は、その施工方法及び施工条件

６．工事用電力等を指定する場合は、その内容

７．新技術・新工法・特許工法を指定する場合は、その内容

８．部分使用を行う必要がある場合は、その箇所及び使用時

期

９．給水の必要のある場合は、取水箇所・方法等
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建  不  第１３７１  号  

平成２３年  ３月２９日  

 

県 土 整 備 部 関 係 各 課 の 長 
様  

県土整備部各出先機関の長  

 

県  土  整  備  部  長  

                       

 

 

契約変更の留意点 について（通知）  

契約変更の 取り扱 いにつ いては、下記の通知により運用し発注して

きたところですが、現行の契約変更時における留意点を加えて集約す

ることとし、「契約変更の留意点について」により取り扱うこととした

ので、通知します。  

変更契約の留意点は、県庁内ホーム ページにある建設工事等契約関

係規程集「８ .契約書関係」に掲載しましたので参 照してください。  

            記  

（１）  従前の通知（平成 ２３年３月３１日  廃止）  

・  「近 接工事 におけ る随契 調整積 算の廃 止」に伴 う指 名業者 等の

基本的取扱いについて  

（平成 7 年 3 月 27 日付け管第 559 号及び平成 10 年 3 月 16 日付け

管第 673 号）  

（２）  新たな取り扱い（ 平成２３年４月１日より適用）  

 ・契約変更の留意点について  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               担当  県土整備部建設・不動産業課  
                  建設業・契約室  倉  野  
                  ０４３－２２３－３１１３  
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契約変更の留意点について 
 
 

平成２３年 ４月 １日

 建 設 ・ 不 動 産 業 課

１  契約変更とは  
 

工事着手後に当初設計時に想定できない事案が発生した場合など、やむを

得ない場合に、建設工事等の内容・契約金額・工事期間等を変更すること。  
 
 

２  増減の範囲  
 

変更増額の範囲は、「請負金額の３０パーセント」を超えない範囲とする。  
これを超える場合、現に施工中の工事等と分離して施工することが困難な場  
合を除き、別の契約として締結する。  

 
注①  少額随意契約の契約変更  

少額随意契約（１号随契）において、変更後の設計金額が随意契約でき

る範囲である 250 万円を超える場合は、原則として変更契約を締結しては

ならない。  
（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号の予定価格を変更契

約時の変更設計額とみなすため）  
その際、増加分については、別の契約として締結すること。  
 

注②  指名競争入札の契約変更  
変更契約は、当初設計時に想定できない事案が発生した場合など、や

む  
を得ない場合に締結するものである。  

よって、指名競争入札（予定価格が 5,000 万円未満）により発注した

案件において、変更後の契約金額が（本来、一般競争入札での発注であ

るべき）5,000 万円を超える変更契約を締結する際には、その変更理由に

充分留意すること。  
 
 
３  災害に伴う応急工事  
 

上記「２  増減の範囲」は、災害に伴う応急工事など、地方自治法施行令第

１６７条の２第１項第５号「緊急の必要により競争入札に付することができ  
ないとき」に該当する契約（５号随契）を対象としない。  

 

４  変更契約時の契約保証  
 

変更契約時の契約保証については、『建設工事請負契約における契約保証

に  
関する事務処理要綱』の「６請負代金額の増額変更時の取扱い」及び「７請

負代金額の減額変更時の取扱い」を参照すること。  
なお、請負者が東日本建設業保証（株）の保証を得ている場合、「８工期

延長の取扱い」の（１）ウについても留意すること。  
 
 

５  変更契約内容の公表  
 
  変更契約を締結した場合には、『公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関す 
る法律及び同法施行令に係る千葉県入札・契約事務運用マニュアル』の「５契約内容に 
関する事項」を参考にし、当初契約同様、速やかに変更内容に関する情報を公  
表すること。  

 
 

６  変更契約書の様式  
 

建設工事等契約事務取扱実施規程第 19 条別記第 4 号様式により、変更契約

を締結すること。  
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(3)協議にあたっては，工期短縮に伴う増加費用等について，受発注者間で確認し，双方の認識の相違が生じないように

する。 

 

7. 工期延長等に伴う増加費用 

(1)工期延長等に伴う増加費用の算定は，工事現場の維持等の費用の明細書（中止の場合は、受注者が作成した基本計画書）

に基づき，費用の必要性・数量などを受発注者協議して行うものとする。 

(2)増加費用の各構成費目は，原則として，工期延長等に要した費目の内容について積算するものとし，再開以降の工事に

かかる増加費用については，従来どおり設計変更を行うものとする。 

(3)工期延長等に伴い発注者が新たに受け取り対象とした材料，直接労務費及び直接経費に係る費用は，該当する工種に

追加計上し，設計変更を行うものとする。 

 

8. 増加費用の考え方 

(1)本工事施工中に工期延長等をした場合の費用 

増加費用の適用は，工期延長等に伴う増加費用について受注者から請求があった場合に適用する。 

増加費用として積算する範囲は，工事現場の維持に要する費用，工事体制の縮小に要する費用，工事の再開準備に要する

費用，工期延長等となる場合の費用，工期短縮を行った場合の費用とする。 

1) 工事現場の維持に要する費用 

工事現場の維持に要する費用とは，工期延長等に伴い工事現場を維持し又は工事の続行に備えて機械器具，労務者又は

現場常駐の従業員（専門職種を含む。以下同じ。）を保持するために必要とされる費用等とする。 

2) 工事体制の縮小に要する費用 

工事体制の縮小に要する費用とは，中止時点における工事体制から中止した工事現場の維持体制にまで体制を縮小

するため，不要となった機械器具，労務者又は現場常駐の従業員の配置転換に要する費用等とする。 

3) 工事の再開準備に要する費用 

工事の再開準備に要する費用とは，工事の再開予告後，工事を再開できる体制にするため，工事現場に再投入される

機械器具，労務者，現場常駐の従業員の転入に要する費用等とする。 

4) 工期延長等となる場合の費用 

工期延長等となる場合の費用とは，工期延長等となることにより追加で生じる社員等給与，現場事務所費用，材料の

保管費用，仮設諸機材の損料等に要する費用等とする。 

5) 工期短縮を行った場合の費用 

工期短縮を行った場合の費用とは，工期短縮の要因が発注者に起因する場合，自然条件（災害等含む）に起因する場合

の工期短縮に要する費用等とする。なお，工期短縮の要因が受注者に起因する場合は増加費用を見込まないものとする。

(2)契約後準備工着手前に工期延長等をした場合 

1) 契約後準備工着手前とは，契約締結後で，現場事務所・工事看板が未設置，材料等が未搬入の状態で測量等の準備工に

着手するまでの期間をいう。 

2) 発注者は，上記の期間中に，準備工又は本工事の施工に着手することが不可能と判断した場合は，工期延長等を

受注者に通知する。 

3) 工期延長等に伴う増加費用は計上しない。 

(3) 準備工期間に工期延長等をした場合の費用 

1) 準備工期間とは，契約締結後で現場事務所・工事看板を設置し，測量等の本工事施工前の準備期間をいう。 

2) 発注者は，上記の期間中に，本体工事に着手することが不可能と判断した場合は，工期延長等を受注者に通知する。 

3) 増加費用は，安全費，営繕費及び現場管理費等が想定されるので，受注者が「基本計画書」に基づき実施した結果，

必要とされた工事現場の維持等の費用の「明細書」に基づき，費用の必要性・数量など受発注者が協議して決定する。
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別紙

工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算方法 

 

受注者の責めに帰すことができないものにより請負工事の設計図書の変更に伴う工期の延長や一時中止（以下「工期延長等」

という。）をした場合の増加費用等の負担については、建設工事請負契約約款の改正について（平成8年3月25日付け管第571号）

及び「土木工事請負契約における設計変更等ガイドライン」により行うこととされているところであるが、増加費用の積算に

ついて，下記によるものとする。 

記 

1. 対象工事 

発注者が，工事請負契約書第20条により必要があると認め、設計図書の変更を行い，工期を延長する工事及び工事請負

契約書第21条により一時中止（以下「中止」という。）を行う工事とする。 

 

2. この通達において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1)現場搬入済の材料，機械等……中止以前に工事現場に到着又は搬送手配済の材料，機械等 

(2)期間要素を考慮して計上されている材料，機械等……中止指示時点（以下「中止時点」という。）における当該工事の

設計書（以下「元設計」という。）において，供用されている期間の長さによって積算額が変わるものとして，

取扱われている材料，機械等 

 

3. 請負代金額または工期の変更 

工事における工期延長等をした場合において，「必要があると認められる」ときは，請負代金額又は工期が変更

されなければならない。 

 

4. 中止時における指示 

発注者は，工事を中止するにあたっては，中止対象となる工事の内容，工事区域，中止期間の見通し等の中止内容を受注者に

通知しなければならない。また，工事現場を適正に維持管理するために，最小限必要な管理体制等の基本事項を指示することと

する。 

 

5. 基本計画書 

(1)受注者は，工事を中止した場合においては，次項に定めるところにより中止期間中の工事現場の維持・管理に関する

基本計画書（以下「基本計画書」という。）を発注者に提出し協議する。 

(2)基本計画書においては，中止時点における工事の出来形，職員の体制，労務者数，搬入材料及び建設機械器具等の確認に

関すること，中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らか

にするものとする。 

(3)中止した工事現場の管理責任は，受注者に属するものとし，受注者は，基本計画書においてこの旨を明らかにするもの

とする｡ 

(4)基本計画書の作成にあたっては，再開に備えての方策や中止に伴い発生する増加費用等について，受発注者間で確認し，

双方の認識に相違が生じないようにする。 

 

6. 工期短縮計画書 

(1)発注者は中止期間の解除にあたり工期短縮を行う必要があると判断した場合は，受注者と工期短縮について協議し  

合意を図る。 

(2)受注者は，発注者からの協議に基づき，工期短縮を行う場合はその方策に関する工期短縮計画書を作成し，発注者と

協議を行う。 
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9. 増加費用の設計書における取扱い 

増加費用は，工事の設計書の中に「工期延長等に伴う現場維持等の費用」として，原契約の請負工事費とは別に計上する

ものとする。ただし，設計書の上では，原契約に係る請負工事費と増加費用の合算額を請負工事費とみなすものとする。 

 

10. 増加費用の事務処理上の取扱い 

(1) 増加費用は，原契約と同一の予算費目をもって，設計変更の例にならい，更改契約するものとする。 

(2) 増加費用は，受注者の請求があった場合に負担するものとする。 

(3) 増加費用の積算は，工事再開後速やかに受発注者が協議して，行うものとする。 

 

11. 増加費用の構成 

工期延長等に伴う現場維持等に要する費用は，工事原価内の間接工事費の中で計上し，一般管理費等の対象とする。 

 

 

増加費用は，原則，工事目的物又は仮設に係る工事の施工着手後を対象に算定することとし，算定方法は，工期延長等の

期間が３ヶ月以内は標準積算により算定し，工期延長等の期間が３ヶ月を超える場合や道路維持工事又は河川維持工事のうち

経常的な工事である場合など，標準積算によりがたい場合は，受注者から増加費用に係る見積を求め，受発注者間で協議を

行い増加費用を算定する。 

 

12. 工期延長等に伴う現場維持等に要する費用（標準積算） 

(1) 標準積算により算定する場合，工期延長等に伴う現場維持等に要する費用として積算する内容は以下の積上げ項目及

び率項目とする。 

1) 増加費用の構成費目は、次のとおりとする。 

 

※

※工期延長等に伴う本支店における増加費用を含む

請負工事費

工事原価

消費税等相当額 一般管理費等

直接工事費

間接工事費

工事価格

工期延長等に伴う現場維持等の費用

＋工期短縮により増加する費用

現場管理費

共通仮設費

純工事費

※積上げ項目

※

(元設計における直接工事費目)

(元設計における間接工事費目)

※

※

※

※

※

※

消費税等相当額

増加費用

増加費用

役 務 費

技 術 管 理 費

営 繕 費

本支店における

事業損 失防 止施 設費

安 全 費

労 務 者 輸 送 費

社員等従業員給料手当

労 務 管 理 費

地 代

福 利 厚 生 費 等

増加費用

現場における

材 料 費

労 務 費

水道光 熱電 力等 料金

機 械 経 費

仮 設 費

運 搬 費

準 備 費

2) 増加費用の費目に係る積算の内容は次のとおりとする。 

ⅰ) 現場における増加費用 

イ 材料費 

① 材料の保管費用 

工事を工期延長等したために，元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を，発注者が倉庫等（受注者

が工事現場に設置したものを除く。）へ保管する必要があると認めた場合の倉庫保管料及び入出庫手数料 

② 他の工事現場へ転用する材料の運搬費 

工事を工期延長等したために，元設計の直接工事費に計上されている現場搬入済の材料を，発注者が他の工事現場等

に転用する必要があると認めた場合の当該材料の運搬費 

③ 直接工事費に計上された材料の損料等 

元設計において期間要素を考慮して計上されている材料等の工期延長等に伴う損料額及び補修費用 

ロ 労務費 

① 工事現場の維持等に必要な労務費 

作業を伴わない作業員の労務費は，原則として計上しない。 

ただし，必要な作業員を確保しておくべき特別の事情があり，受発注者協議により工事現場に労務者を常駐させた

場合にはその費用 

② 他職種に転用した場合の労務費差額 

工事現場の保安等のために，受発注者協議により工事現場に常駐させた，トンネル・潜函工などの特殊技能労働者が

職種外の普通作業等に従事した場合における本来の職種と，従事した職種の発注者の設計上の単価差額の費用 

ハ 水道光熱電力等料金 

工事現場に設置済の施設を工事現場の維持のため，発注者が指示し，あるいは受発注者協議により工期延長等の

要因発生後，再開までの間に稼動（維持）させるために要する水道光熱電力等に要する費用 

ニ 機械経費 

① 工事現場に存置する機械の費用 

現場搬入済の機械のうち元設計に個別計上されている機械と同等と認められるものに関する次の費用 

ⓐ 工事現場の維持のため存置することが必要であること，又は搬出費及び再搬入費（組立て，解体費を含む。）が

存置する費用を上回ること等により，発注者が工事現場に存置することを認めた機械等の現場存置費用（組立て，

解体費，賃料・損料，管理費を含む。） 

ⓑ 発注者が工事現場の維持等のため必要があると認めて指示した機械の運転費用 

ホ 仮設費 

① 仮設諸機材の損料 

現場搬入済の仮設材料，設備等のうち，元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる

仮設諸機材の工期延長等に係る損料及び維持補修の増加費用 

② 新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用 

元設計には計上されていないが，工期延長等に伴う工事現場の維持等の必要上，発注者が新たに指示しあるいは

受発注者の協議により発注者が必要と認めた仮設等に要する費用（補助労力を含む。） 

③ 工期延長等となることにより追加で生じる仮設諸機材の損料等に要する費用 

ヘ 運搬費 

① 工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用 

工期延長等の要因発生時点に現場搬入済の機械器具類及び仮設材等のうち発注者が元設計に計上されたものと同等と

認めたものを一定の範囲の工事現場外に搬出し又は一定の範囲から工事現場に再搬入する費用 

② 大型機械類等の現場内運搬 

元設計に計上した機械類，資材等のうち，工期延長等されたために，新たに工事現場内を移動させることを発注者が

指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めた大型の機械，材料，仮設物等の運搬費用 
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ト 準備費 

別費目で積算している現場常駐の従業員又は労務者をもって充てる通常の準備作業を超える工事現場の跡かたづけ，

再開準備のための諸準備・測量等で，発注者が指示しあるいは受発注者協議により発注者が必要と認めたものに係る

準備費用 

チ 事業損失防止施設費 

仮設費に準じて積算した費用 

リ 安全費 

① 既存の安全設備に係る費用 

工期延長等の要因発生以前に工事現場に設置済の安全設備等のうち，原則として元設計において期間要素を考慮して

計上されているものと同等と認められる，安全設備等の工期延長等に伴う損料及び維持補修の費用 

② 新たな工事現場の維持等に要する安全費 

元設計には計上されていないが，工期延長等に伴い，工事現場の安全を確保するため，発注者が新たに指示し

あるいは受発注者協議により発注者が必要と認めた安全管理に要する費用（保安要員費を含む。） 

ヌ 役務費 

① プラント敷地，材料置場等の敷地の借上げ料 

元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるプラント敷地及び材料置場等の敷地の

工期延長等期間に係る借上げ，解約などに要した増加費用 

② 電力水道等の基本料 

元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる電力・用水設備等に係る工期延長等

期間中の基本料 

ル 技術管理費 

原則として増加費用は計上しないものとする。 

ただし，現場搬入済の調査・試験用の機器，技術者等で元設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と

認められるものがある場合には，仮設費に準じて積算した費用 

ヲ 営繕費 

工期延長等の要因発生以前に工事現場に設置済みの営繕施設のうち元設計において期間要素を考慮して計上されたもの

と同等と認められる営繕施設の工期延長等期間に係る維持費，補修費及び損料額又は営繕費，労務者輸送費を一体化して

直接工事費等に対する割掛率で計上している工事における工期延長等期間中の維持費，補修費，損料額及び労務者輸送に

要する費用 

ワ 労務者輸送費 

元設計が，営繕費，労務者輸送費を区分して積算している場合において受発注者協議により工事現場に常駐する労務者

及び近傍の工事現場等に転用させると認められた労務者を一括通勤させる場合の通勤費用 

カ 社員等従業員給料手当 

工期延長等期間中等の工事現場の維持等のために，受発注者協議により定めた次の費用 

① 元請・下請会社の現場常駐の従業員（機械，電気設備の保安に係るものを含む。）に支給する給料手当の費用 

② 工期延長等の要因発生時点に現場に常駐していた従業員を工事現場の維持体制に縮小するまでの間に従業員に

支給する給料手当の費用 

③ 工事現場の維持体制から再開する体制に移行するまでの間，現場常駐の従業員に支給する給料手当の費用 

④ 工期延長等となることにより追加で生じる現場常駐の従業員に支給する給料手当の費用 

ヨ 労務管理費 

① 他の工事現場へ転出入する労務者の転出入に要する費用 

工期延長等によって遊休となった労務者のうち，当該工事現場に専従的に雇用された労務者（通勤者も含む。）を   一定

の範囲に転出又は一定の範囲から復帰のため転入するのに必要な旅費及び日当等の費用。なお，専従的に    雇用されて

いた者とは元請会社直庸又は専属下請会社が直接賃金を支給しており，かつ当該工事現場に相当長期間の 

契約で常駐的に雇用されていることが賃金台帳等で確認できるような者（以下「専従的労務者」という。）

（通勤者も含む。）とする。 

② 解雇・休業手当を払う場合の費用 

受発注者協議により適当な転入工事現場を確保することができないと認めた専従的労務者を解雇・休業するために

必要な費用 

タ 地代 

現場管理費の内，営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現場管理費率の中に計上されている地代の

工期延長等期間の費用 

レ 福利厚生費等 

現場管理費の内，現場常駐の従業員に係る退職金・法定福利費・福利厚生費・通信交通費として現場管理費率の中に

計上されている費用の工期延長等期間中の費用 

ⅱ) 本支店における増加費用 

工期延期等に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用 

ⅲ) 消費税相当額 

現場及び本支店における増加費用に係る消費税に相当する費用 

 

（2）工期延長等に伴う現場維持等に要する費用の算定は，以下の式により算出する。 

Ｇ＝ｄｇ×Ｊ＋α 

ただし， 

Ｇ ：工期延長等に伴う現場維持等の費用（単位 円 1,000円未満切り捨て） 

ｄｇ：工期延長等に係る現場経費率（％ 小数点第４位四捨五入３位止め） 

Ｊ ：対象額（工期延長等時点の契約上の純工事費）（単位 円 1,000円未満切り捨て） 

α ：積上げ費用（単位 円 1,000円未満切り捨て） 

1) 工期延長等に伴い増加する現場経費率 

  

 

ただし， 

ｄｇ：工期延長等に伴い増加する現場経費率（％ 小数点第４位四捨五入３位止め） 

Ｊ ：対象額（工期延長等時点の契約上の純工事費）（単位 円 1,000円未満切り捨て） 

Ｎ ：工期延長等日数（受注者の責めに帰す場合は除く）（日） 

ただし，部分中止の場合は，部分中止に伴う工期延長等日数 

Ｒ ：公共工事設計労務単価（土木一般世話役） 

Ａ ： 

Ｂ ： 

ａ ： 

ｂ ： 

＋
(N × R × 100)

J

J
(Aｄｇ＝ ｛ ) (

B
-

J

a × Jb ＋ N a × Jb
)

B
｝

工種ごとに決まる係数（別表－１） 
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